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１．はじめに  

 

我が国では、2019年に「2030年に世界最先端のバイオエコノミー1社会を実現」を目

標に掲げる「バイオ戦略」を策定し、持続的な経済成長と気候変動や社会課題の解決に

向け、バイオ製造、一次生産等、健康・医療分野のバイオ関連市場の拡大に向けた取組

を推進してきた。 

 

地球規模の気候変動、世界人口の増加に加え、昨今のＣＯＶＩＤ-19 パンデミック、

ウクライナやイスラエル・パレスチナ等の国際情勢等を背景に、カーボンニュートラル

の実現、循環経済（サーキュラーエコノミー）の実現、食料やエネルギーの確保、健康・

医療への対応が、世界共通の大きな課題となる中で、各国はバイオテクノロジーやバイ

オマスを用いて諸課題の解決と持続可能な経済成長を図るべく、バイオエコノミーに関

する国家戦略を策定し、投資やルール形成などの取組を強化・加速させている。また、

人間が安全に活動できる範囲を越えることで、人間が依存する自然資源に対して回復不

可能な変化が引き起こされるという地球の限界（プラネタリー・バウンダリー）が指摘

され、プラネタリーヘルスの観点（人間・社会・自然生態のトータルな健康を地球規模

で目指す考え方）から健康・医療・食料などを統合した取組への気運も高まっている。 

 

米国は、2022 年９月に、バイオテクノロジー関連産業の国内回帰の促進と国内サプ

ライチェーンの強化などを目的とした「持続可能で安全・安心な米国バイオエコノミー

のためのバイオテクノロジーとバイオものづくりイノベーション推進に関する大統領

令」に署名し、バイオものづくりが今後 10 年以内に世界の製造業の３分の１を置き換

え、その市場規模が最大で 30兆ドル（約 4,000兆円）2に達しうると分析し、バイオも

のづくりの拡大等に向けた集中的な投資を行う方針を明らかにした。欧州は、特にバイ

オエコノミーとサーキュラーエコノミーの考えを統合した循環型バイオエコノミーの

構築を目指し、2023年 12月の「欧州再生可能エネルギー指令」の改定（ＲＥＤIII）を

はじめとする規制戦略を積極的に展開している。 

 

我が国においても、新しい資本主義において、バイオ分野をはじめとする科学技術・

イノベーションへの投資を通じ、社会課題を成長のエンジンへと転換し、社会課題の解

決と経済成長を同時に実現していくことを掲げている。人口減少・高齢化が進展し、食

料、資源、エネルギー、医薬品等の多くを輸入に頼る我が国においては、これらの安定

的な確保等が特に大きな課題となっており、グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）

や循環経済、経済安全保障、食料安全保障、創薬力強化等の議論が急速に進展している。 

 
1 バイオテクノロジーや再生可能な生物資源等を利活用し、持続的で、再生可能性のある循環型の経済社会を拡大させ

る概念。 
2 1 ドル＝140 円で換算。 
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こうした状況の中、合成生物学やビッグデータ関連技術等のバイオテクノロジーの

進展を背景として、バイオエコノミーへの期待が高まっており、2022年度には、バイオ

ものづくり等のバイオ分野に総額１兆円規模の大型予算 3も措置され、本格的な国家プ

ロジェクトが始動している。バイオエコノミー市場拡大に向けた取組を強力に進め、環

境・食料・健康等の社会課題解決と、循環経済や持続可能な経済成長を実現していく必

要がある。 

 

バイオエコノミーが貢献する主なものとしては、 

（１）改良した微生物や動植物の細胞等から様々な物質を生産するバイオものづくりに

より、化石資源からの脱却や、資源自律経済の実現 

（２）ゲノム情報を駆使した新品種開発により、化学肥料等の環境負荷を減らしながら

生産性を高め、食料の安定供給への貢献 

（３）従来の低分子医薬品に比べて分子が大きく構造が複雑なバイオ医薬品により、健

康的な生活への貢献 

（４）健康医療情報等のデジタル化・データ連携等により、ヘルスケア領域への異分野

からの参入促進、新市場の創出 

等が挙げられる。 

 

我が国は、独特の気候・風土・文化を背景として、バイオエコノミーの基盤となる豊

富な生物資源（バイオマス資源）・遺伝資源、培養・発酵技術や、高品質な農作物品種

の開発力、創薬力等の強みを多く有している。これらの強みを生かしてバイオエコノミ

ー市場の拡大を図るためには、バイオマス原料の制約や、農業者の減少・高齢化、創薬

産業の空洞化、基礎生命科学の研究力の低下、イノベーション・エコシステムの強化等

の課題に対応しながら、官民が連携してターゲットとする市場ごとに技術開発の加速化、

市場環境や事業環境の整備に取り組んでいく必要がある。また、基礎生命科学の研究力

の強化やそれを支える人材育成等にも取り組んでいく必要がある。 

 

本戦略は、バイオエコノミー市場拡大に向けて、2019 年に策定した「バイオ戦略」

から、「バイオエコノミー戦略」に名称を改め、最新の国内外の動向等を踏まえ、 

2030 年に向けた科学技術・イノベーション政策の取組の方向を取りまとめたものであ

る。 

 

 

 
3 主なものとして、「グリーンイノベーション基金事業」、「バイオものづくり革命推進事業」、「革新的ＧＸ技術創出事

業（ＧｔｅＸ）」、「ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業」、「創薬ベンチャーエコシステム

強化事業」。 
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２．振り返りと主な課題 

 
 2019 年のバイオ戦略策定以降、戦略の更新・フォローアップも行いながら、バイオエ

コノミー市場拡大に向けた取組、国内外から人材・投資を呼びこみ、市場に製品・サー

ビスを供給するバイオコミュニティの形成、研究開発・事業化に必要なデータ連携・利

活用の取組を推進してきた。 

 

市場創出に向けた新たなプレイヤーの台頭として、バイオものづくりに関して、微生

物・細胞設計プラットフォーム技術等の高いバイオ技術を有するスタートアップへの投

資や大企業におけるバイオプロセス転換の動きが活発化するとともに、バイオファウン

ドリ事業を共同で推進するなどのスタートアップや大企業間の連携の動きが出てきて

いる。 

 

また、2021 年以降、公募に基づき、８つのバイオコミュニティが認定され、バイオ

コミュニティに参加する関係者のコミュニケーションの促進、関係省庁等との連携強化、

全国のネットワーク化、海外からの投資を呼び込むためのイベントや投資状況の可視化

等の取組が行われている。 

 

さらに、フードテックや持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）のように、社会課題を背景と

した新たなバイオエコノミー市場に世界的に関心が高まるなど、素材やプラスチック等

の分野に加え、市場の範囲の更なる拡大が見込まれている。バイオ分野の研究開発の在

り方もビッグデータ取得とその解析を主軸とするデジタルトランスフォーメーション

（ＤＸ）が進みつつある。 

 

このように新たなバイオエコノミー市場拡大に向けた進展に伴い、以下のような対

応すべき課題も顕在化してきており、取組を強化していく必要がある。 

 

新たなバイオエコノミー市場の形成に向けては、バイオ由来製品等の新たな製品・サ

ービスの需要の拡大に向けて、産業ごとのコスト競争力の課題等の分析を踏まえ、従来

の技術・製品から転換していくための戦略的な取組を示し、市場の予見性を高め、国内

外の人材・投資の呼び込みを喚起していくことが必要である。 

 

また、我が国は、世界的に進む低分子医薬品からバイオ医薬品をはじめとする新規モ

ダリティへの移行に遅れており、アカデミア発のシーズを実用化するベンチャー支援や、

ＣＤＭＯ4の育成等のエコシステムの構築を加速する必要がある。 

 
4 Contract Development and Manufacturing Organization（医薬品開発製造受託機関） 
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バイオ分野の投資の拡大に伴い、新たな産業や研究を見据えて必要となる将来人材

の育成・確保、研究力の強化、新たなサプライチェーンに応じた周辺産業の育成が必要

である。従来の市場を横断したデータ連携・利活用の推進に向けた環境整備や、バイオ

コミュニティ等のイノベーション・エコシステムの機能の発揮による、新たなビジネス

モデルの創出を推進していく必要がある。 
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３．基本的考え方 

 

持続的な経済成長と環境・食料・健康等の諸課題の解決の両立に資するよう、バイオ

エコノミー市場の拡大を通じて、「全ての産業が連動した循環型社会」、「多様化するニ

ーズを満たす持続的一次生産が行われている社会」、「持続的な製造法で素材や資材をバ

イオ化している社会」、「医療とヘルスケアが連携した末永く社会参加できる社会」5を

目指す。 

 

これらの社会像の実現に向け、我が国の特徴・強みと世界の潮流、市場の成長性等を

考慮して、以下の５つの市場 6を本戦略で拡大を目指すバイオエコノミー市場として設

定し、民間の投資の喚起を通じて、2030 年に国内外で 100 兆円規模の市場創出を目指

す取組を推進する。市場ごとに 2030 年に目指す姿を描き、バックキャストでその実現

に向け、技術開発の加速化、市場環境、事業環境の整備等の政策の方向を示し、基礎研

究から実用化・普及に至るパスを強化し、産学官金が連携した取組を推進する。 

 

その際、バイオエコノミーに期待される環境・食料・健康等の社会課題解決への貢献

の可能性について、科学的知見に基づき適切に評価し、より社会課題解決への貢献が期

待されるものとなるよう留意する。さらに、バイオエコノミー市場は、バイオテクノロ

ジーやバイオマスの開発・活用を図るという点で共通しており、多種多様な製品・サー

ビスの展開が可能である。規制やルールの形成、活用する技術、資源の循環利用、デー

タの連携・利活用などにおいて、共通するもの、密接に関係しあうものも多い。このた

め、バイオエコノミー市場拡大の取組に際しては、市場間の相乗効果の発揮や、従来の

市場を横断した領域に新たな市場をひらいていくことを意識して取組を推進する。 

 

（５つの市場） 

① バイオものづくり・バイオ由来製品・・・バイオ化学品（高機能バイオ素材、 

バイオプラスチック等）、繊維、香料・化粧品、バイオ燃料、農薬・肥料、食品 

（細胞性食品等）、新規酵素、バイオファウンドリ、有機廃棄物・有機排水処理、

計測分析機器等 

② 持続的一次生産システム・・・スマート農業技術を活用した農業機械等、ゲノム

情報等を利用して育成された新品種等 

③ 木材活用大型建築・スマート林業・・・中層木造建築物、建築用木材等 

④ バイオ医薬品・再生医療・細胞治療・遺伝子治療関連産業・・・ワクチン、抗体

薬（モノクローナル抗体）、核酸医薬品、ｉＰＳ細胞、ＣＡＲ－Ｔ細胞治療薬、 

 
5 バイオ戦略 2019 で示した社会像 
6 従来のバイオ戦略で掲げた９つの市場から、バイオものづくり、バイオ由来製品の市場を統合・拡大することによ

り、５つの市場に変更。 
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遺伝子治療用製品等 

⑤ 生活習慣改善ヘルスケア、デジタルヘルス・・・健康増進サービス、アプリ、 

ウェアラブルデバイス、フィットネス、生活支援サービス、ロボット介護機器 

 

技術開発の加速化に当たっては、産業ごとの状況を分析し、国際水準で将来的な強み

となる革新的な技術、イノベーションの創出を重視する。また、技術開発の段階から、

新たな産業化に資するよう、オープン・クローズ戦略の下に、知的財産の戦略的な活用

を図る取組を推進する。 

 

市場環境の整備に向けて、製品の経済的価値向上、適切な評価や表示、規制・制度、

公共調達等市場の創出・拡大を図るための取組、国民の受容形成等の取組を推進する。 

 

事業環境の整備等に向けて、人材育成・確保、大規模実証拠点やＣＤＭＯ等製造拠点

の整備、スタートアップの創出や成長環境整備、周辺産業の育成、知財、国際展開に向

けた連携、国際標準化、ルール形成等の取組を推進する。 

 

また、バイオエコノミー拡大の源泉となる生命科学研究を支える人材育成、ライフコ

ース 7に着目した研究等の基礎生命科学の振興、データベース・バイオリソース・バイ

オバンク等の研究基盤の強化、バイオコミュニティの機能の発揮に向けた取組の推進、

バイオとデジタルの融合に向けたデータ連携・利活用など基盤的・横断的な取組につい

て関係する施策と連携して推進する。 

 

  

 
7 生命の発生・再生から老化までの一連のプロセス 
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４．バイオエコノミー市場拡大に向けた施策 

 

本戦略の対象とする５つのバイオエコノミー市場ごとに、2030 年市場規模目標を掲

げ、技術開発の加速化、市場環境、事業環境整備等の取組について、省庁横断的に推進

する。 

 

（１）バイオものづくり・バイオ由来製品 

１）市場領域全体の動向 

気候変動問題の深刻化、資源制約、自然資本 8の劣化や生物多様性の損失、食料

危機、海洋汚染、サプライチェーンリスク等、地球規模の社会課題が顕在化してい

る。これらの社会課題への対応として、我が国でもＧＸや循環経済、経済安全保障、

フードテック等に関する議論が進展している。原料やプロセスのバイオ転換を図り、

バイオものづくりやバイオ由来製品 9の利用を推進することは、こうした社会課題

の解決への寄与と同時に、経済成長を実現しうるものとして期待が高まっている。 

 

特に、近年になって、遺伝子技術を活用して微生物や動植物の細胞等によって目

的物質を生産する「バイオものづくり」は世界中で注目され、社会実装に向けた技

術開発が急速に進んでいる。バイオものづくりとは、遺伝子技術を活用して微生物

や動植物等の細胞によって物質を生産することであり、化学・素材、燃料、医薬品、

動物繊維、食品等、様々な産業分野で利用される技術である。具体的には、微生物

や動植物等の生物の代謝機能により有用物質を産生させる技術、あるいは動物の細

胞等を用いて、細胞自体を増殖・高密度化させて有用物質の基礎を形成する技術で

ある。その際、当該細胞等の遺伝子を組み換えたりゲノムを編集したりすることに

よって、目的となる有価物を産生させることや、生産性を向上させることも可能と

なる。 

 

バイオものづくりには気候変動のみならず様々な社会課題の解決や緩和に向け

た貢献が期待されている（表１）。グローバルでは、米中はもちろん、欧州、シ

ンガポールや韓国等でも、今後の大幅なバイオものづくり及びバイオ由来製品市

場の拡大を見据え、自国内に投資を誘導するための産業政策の競争が活発化して

いる。例えば、米国は 2022年 9月にバイデン大統領が「持続可能で安全・安心な

米国バイオエコノミーのためのバイオテクノロジーとバイオものづくりイノベー

ション推進に関する大統領令」に署名し、「National Biotechnology and 

Biomanufacturing Initiative」を発表した。ファクトシートでは、「バイオもの

 
8 森林、土壌、水、大気、生物資源など、自然によって形成される資本（ストック）のこと。 
9 バイオマスを原料として、又はバイオテクノロジーの活用によって生み出された製品のこと。 
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づくりが今後 10年以内に製造業の世界生産の 3分の 1を置き換え、金額換算で約

30 兆ドル(＝約 4,000兆円)に達する」という分析を示しており、2023年３月に

は、更なる具体的な方向性を示した「Bold Goals for U.S. Biotechnology and 

Biomanufacturing」を発表している。 

 

日本の産業界においても、2023 年 3月に一般社団法人日本経済団体連合会が

「バイオトランスフォーメーション（ＢＸ）戦略～ＢＸ for Sustainable Future

～」を発表し、産業界のバイオエコノミー推進の方向性を示す等、関心が高まっ

ている。 

 

表１ バイオものづくりへの期待 

社会課題 社会課題解決への期待 

気候変動 ・プロセス転換による温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量の 

削減 

・化石資源からバイオマス資源への原料転換による 

脱炭素化 

・ＣＯ₂を原料として化学合成する微生物等の活用による 

ＣＯ₂吸収量の増加 

資源制約 ・バイオマス原料を活用した新たなエネルギー源の 

安定供給 

・国内の未利用資源の活用やリサイクル等、 

バイオ技術を活用した資源自律経済の実現 

自然資本の劣化や

生物多様性の損失 

・化石燃料由来の素材からバイオ技術を活用した 

サステナブルな素材への転換による自然資本の負荷削減 

・バイオものづくりの基礎となる生物・遺伝資源の保全 

食料危機 ・国内生産の増大 

・既存品の代替による環境負荷の低減 

海洋汚染 ・生分解性製品の普及による海洋汚染の減少 

経済安全保障 ・重要技術の確保や、日本の地理的制約脱却による 

供給網の確保 

・国内生産の増加による国内サプライチェーンの安定化 

・有志国との国際連携に基づく 

グローバルサプライチェーンの安定化 

その他 

（労働問題・ 

・原料の転換による労働問題の解消、安全性の向上等、 

諸課題の解決 
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バイオものづくり等によるバイオ由来製品の製造を推進するに当たって、我が

国は以下の強みを有していると考えられる。 

 

①豊富な生物資源・遺伝資源を有すること 

我が国は、多様な気候条件や山地、海洋などの地理的環境を有し、また多くの

企業が拠点を置く東南アジアとの国際連携が容易なことなどから、バイオマス資

源や生物多様性に富んだ遺伝資源にアクセスしやすい環境にある。 

 

②発酵法が発達していること 

 我が国では古くから味噌、酒、醤油などの発酵食品を製造してきたため、微生

物の取扱いをはじめとした発酵による製造手法に関する技術の蓄積がある。 

 

③高い製造技術を有すること 

 微生物を用いて生産された物質は、分離・精製・加工を経て最終製品となる。

我が国にはそれらの過程を長年強みとしてきた製造業があり、バイオものづくり

などバイオ由来製品の生産プロセスにおける競争力の素地がある。 

 

これらの強みに加えて、我が国では海外と比較しても産業上の強みとなり得る

微生物についてのポテンシャルを有することも特筆すべき点である。例えば、化

学合成独立栄養細菌の一種である水素酸化細菌は、水素の高い化学エネルギーで

ＣＯ₂を固定するため、高速・高密度の培養が可能であり、産業化へのポテンシャ

ルが高い。水素酸化細菌を用いたバイオものづくりでは、化石資源由来の物質生

産と比べて、生産過程におけるＣＯ₂排出削減だけでなく、ＣＯ₂を吸収するダブ

ルの効果により、排出量が大幅に削減される可能性が示唆されている。さらに他

の種類の微生物として、通常では生物毒性を示す芳香族化合物の生産が可能なコ

リネ型細菌、好塩好アルカリ性であるために他の微生物による汚染を回避しなが

ら物質生産が可能なハロモナス菌、そして食品製造過程で長年研究され高い物質

生産能力を有する麹菌などが挙げられる。 

 

バイオものづくり及びバイオ由来製品市場の成長性を正確に予測することは困

難であるものの、今後、グローバルでは市場の急速な成長が見込まれる。ただ

し、生産プロセスを従来の化学プロセスからバイオプロセスに転換するには、短

期的には高度な技術開発や新規の設備投資が必要となるため、安価に大量生産さ

安全安心・ 

ＱＯＬの向上 

等） 

・社会課題への対応と汎用品の代替の両立による製品の低  

品質化の回避、高付加価値品による生活の質の向上 
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れる加工度の低い基礎化学品等の汎用品の領域については、単価が低いため、当

面の間、バイオプロセスで製造するには投資対効果が見合わない。一方で、バイ

オプロセスによって実現が容易となる革新的な機能を持つ製品や環境負荷が低い

製品など、高付加価値な製品領域ではバイオ由来製品のニーズが高まっている。 

 

また、持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）については、航空業界の国際機関である

国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）による国際航空輸送分野のＣＯ₂排出量削減に向け

た目標等より、需要拡大が見込まれており、バイオ技術を活用してＳＡＦの生産

に着手する企業も増加している。このように、社会課題を契機とした規制によっ

て新たに市場が創出され、バイオものづくりの活用につながる場合もある。これ

らを踏まえると、ターゲットとする市場については、まずは高付加価値領域に注

力し、次に低コスト化や量産・横展開に向けた技術開発と社会課題解決のために

必要な規制や市場の在り方の検討を進め、中長期的に汎用品の市場領域を目指す

段階的な戦略が重要である。 

 

 

２）個別の産業領域について 

足下の技術動向を踏まえると、バイオマスやバイオテクノロジーは、化学・素

材、繊維、紙・パルプ、化粧品・香料、食品、燃料といった幅広い産業領域での

活用が見込まれる。バイオものづくりは、グローバルな社会課題の解決に寄与す

ることが期待されるものの、産業領域ごとに対応が求められる社会課題や適切な

バイオ利活用の在り方は異なる。以下、産業領域ごとの動向やバイオ利活用・転

換に向けた見通しを示す。 

 

（化学・素材領域） 

化学産業は全産業のＣＯ₂排出量の 2割程度を占め、カーボンニュートラルの実

現が大きな課題となっている。カーボンニュートラルの実現に向けては、ナフサ

分解炉の熱源や石炭火力等の燃料をアンモニア等の脱炭素燃料へ切り替える「燃

料転換」と、石油由来のナフサの原料からバイオマス由来の原料へ転換する「原

料転換」（バイオエタノール等からの化学品製造）を並行して進めることが重要

である。特に「原料転換」については、重合プロセス等では既存設備の活用も可

能なことから、バイオ利活用のポテンシャルは大きい。微生物を用いた基礎化学

品や高機能モノマー等の生産に取り組む企業も出てきている。現状、多くの物質

生産において化学プロセスの方が低コスト・高効率のため優位性があるものの、

バイオプロセスは一般的に多段階の反応を重ねる必要がないため炭素数の多い複

雑な物質の生産で優位性がある。 
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プラスチックについては、化石資源をはじめとする枯渇性資源の使用削減、温

室効果ガスの排出抑制、海洋プラスチックごみ等による環境汚染への対応が世界

的課題となっている。バイオプラスチックは、化石資源の使用削減やＧＨＧ排出

削減、また海でＣＯ₂と水にまで生分解される性質をもつ海洋生分解性プラスチッ

クは海洋汚染防止の効果も期待できる。我が国はプラスチックの適正処理・３Ｒ

等のノウハウが豊富であるとともに、豊富に賦存するバイオマス資源・遺伝資源

と競争力のある素材物性情報はバイオプラスチックの開発において有望な資源で

ある。「バイオプラスチック導入ロードマップ」に従い、バイオプラスチックの

開発及び設備投資支援を引き続き実施し、バイオプラスチックの普及拡大を図

り、世界市場を開拓することが重要である。また、バイオプラスチックの中で

も、海洋生分解性プラスチックについては、「海洋生分解性プラスチック開発・

導入普及ロードマップ」に基づき、導入拡大を促進する。 

 

2022年 4月には「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行

に伴い、プラスチック使用製品の設計の段階における３Ｒ＋Renewableの取組を

促進するためのバイオプラスチックの利用等を含むプラスチック使用製品設計指

針を制定し、さらなるプラスチック資源循環の加速につなげていくこととしてい

る。さらに、ＣＯ₂を原料とするバイオものづくりによって新たなプラスチックを

生産する技術の開発も進められている。 

 

また、バイオマス資源から、軽量ながら高強度など多様な特性を有するセルロ

ースナノファイバー（ＣＮＦ）や加工性が高く熱に強い改質リグニン等を製造す

る技術が開発されており、これらは、元々の高分子の性質を活かした高機能素材

としての可能性がある。 

 

（繊維産業（アパレル）） 

製造にかかるエネルギー使用量やライフサイクルの短さなどから環境負荷が大

きい産業と指摘されており、環境負荷低減が喫緊の課題となっている。化学繊維

だけでなく、環境に優しいイメージのある天然繊維（例えば、木綿）も原料の栽

培時に大量の水や農薬が利用されるなど、環境への負荷は小さなものではない。

2022 年 12月に採択された新たな世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠

組」において、考え方が盛り込まれた「ネイチャーポジティブ」の観点や自然関

連財務情報開示タスクフォース（ＴＮＦＤ）を通じて、今後、環境負荷の大きな

素材製造からの転換が求められていく見通しにある。特に、欧州を中心に、衣類

のリユース、リペアなどの製品の再利用や長期利用、使用後の繊維の有効利用等

の循環経済への移行に向けた取組が進んでいる。また、欧州のグローバルブラン

ド等においては、特に環境負荷に配慮した繊維の需要が高まっている。 
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足下ではマテリアル/ケミカルリサイクル技術の開発が進んでいる一方で、我が

国の「繊維ビジョン」ではバイオ繊維についてもその活用を掲げている。具体的

には、バイオマス原料由来の繊維の開発や、微生物の働きにより作られる「構造

タンパク質繊維」等の高機能でサステナブルなバイオ繊維の活用が期待される。

一方で、今後、どの価格帯の繊維までバイオ由来に転換されるかは技術、収益性

等に依存する状態にある。 

 

（紙・パルプ） 

製紙業は、デジタル化の進展による紙の需要減、原燃料の高騰等により、減産に

直面している。製紙業では、カーボンニュートラルに向け、パルプの精製過程で生

じる高濃度のリグニン等を含む廃液（黒液）を非化石の熱源として活用する取組が

精力的に進められてきたが、紙の需要減に伴い紙生産の元となるパルプ生産が減少

すると副生する黒液も減少し、製紙業全体のカーボンニュートラル達成にも影響し

かねない状況にある。製紙企業は、元来木質バイオマスの原料サプライチェーンを

確立していることから、減産により余剰となったパルプや生産設備を流用・転換す

ることで、様々なバイオ由来化合物及びその原料となる糖類や、ＳＡＦ向け等のバ

イオエタノール等の生産へ移行しやすい構造にあり、実際にバイオ転換を加速させ

る企業も増加している。黒液を熱源ではなく、バイオ燃料や化成品として活用する

取組も進展している。 

 

（化粧品・香料） 

我が国は、米国、中国等と並ぶ化粧品大国であり、サステナビリティや環境意

識の高まりの中で、単価の高い化粧品はバイオへの転換が進みやすいことが想定

される。世界的には、原料の多くを循環型プロセスから得られる天然・バイオ由

来の成分に切り替える目標を掲げているメーカーもあり、国内メーカーにおいて

も化粧品の基材や容器をバイオ由来品に転換する動きが加速している。 

 

香料素材は、天然物の活用や天然物誘導体、類縁体を基本としている。抽出対

象となる物質は、多くの場合、天然物中の含有量が少なく、分子構造も複雑であ

る。そのため、化学合成が非常に困難であり、合成生物学を活用したバイオもの

づくりが参入しやすい産業領域である。取組は欧米が先行しているが、香料の重

要な成分であるモノテルペン、フェニルプロパノイドなどをバイオものづくりで

代替する技術を開発することで高付加価値製品としての競争力を高めることが可

能である。 
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（食品） 

世界的な人口増加に対応した食料供給や環境保護等の社会課題に対し、プラント

ベースフード、昆虫を活用した食品、ゲノム編集技術により得られた農林水産物、

細胞性食品、微生物を活用した食品、精密発酵技術の活用や藻類の資源化等、様々

なタンパク質資源の活用技術や生産性の高い品種の開発等が進められている。既に

米国やシンガポール、韓国等でフードテック・ベンチャーへの先行投資が進んでお

り、一部の国ではルールが整備され、製造販売が始まっている。今後、高効率で大

量生産するための技術などが必要となることが見込まれている。 

 

細胞性食品については、国内では、現時点で安全性に関する科学的知見の収集を

行っているところであり、消費者に適正な選択の機会を提供する表示の在り方も検

討課題とされている。このため、その安全性が確認されることが大前提であり、関

係省庁が連携して課題に対処していく必要がある。また、精密発酵技術についても、

関係省庁の連携の下、技術活用や市場創出・拡大に向けた課題に対処していく必要

がある。 

 

（エネルギー（ＳＡＦ）） 

2022年時点の世界のＳＡＦ供給量は、約 30万ＫＬと推計されており、これは

世界のジェット燃料供給量の 0.1%程度に相当する。その一方で、世界の航空会社

で構成される業界団体である国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）は、航空輸送分野に

おける 2050年のＣＯ₂総排出量をネット・ゼロとする目標を発表している。この

達成に必要なＳＡＦの量は、4,490億リットル（＝4.5 億ＫＬ）と推計されてい

る。将来的なＳＡＦの需要拡大を見据え、国内に必要十分なＳＡＦの製造能力や

原料のサプライチェーン（開発輸入を含む）を確保し、国際競争力のある価格で

安定的にＳＡＦを供給できる体制の構築が必要となる。 

 

（その他） 

 今後の技術開発やビジネスの動向によっては、バイオものづくり・バイオ由来製

品は上記の領域以外の新たな領域に展開する可能性がある。 

 

 例えば、カーボンニュートラル実現に向けて、半導体原料の化石原料からバイオ

マス原料への転換や、半導体に用いられる樹脂を効率的に分解するバイオ技術の活

用など、半導体部素材の領域でのニーズも出てきている。このような最新のビジネ

ス動向等を適切に把握するとともに、弾力的に施策へ反映していく必要がある。 

 

 

 



15 
 

３）これまでの取組 

バイオ戦略策定以降、経済産業省、文部科学省、環境省、農林水産省によって

それぞれ以下のバイオものづくり・バイオ由来製品関連の予算事業が実施されて

きた。 

 

（経済産業省） 

・バイオ生産の効率化と低コスト化によるバイオ由来製品の普及拡大のため、

2023年度から「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の

開発事業」を実施。 

 

・ＣＯ₂を原料とした新しいバイオものづくり製品の社会実装とＣＯ₂の資源化に

よる産業構造の変革を目指し、2020 年度第３次補正予算で造成されたグリーン

イノベーション基金事業において「バイオものづくり技術によるＣＯ₂を直接原

料としたカーボンリサイクルの推進」プロジェクトを組成。2023年度よりプロ

ジェクトを開始。 

 

・バイオものづくりに用いる未利用資源の収集、原料化のための技術開発や実証

等を行うとともに、バイオものづくりの付加価値の源泉を握る微生物・細胞設

計プラットフォーム事業者の育成や微生物等の改良技術の開発、量産化のため

の製造技術開発・実証等を支援するため、2022年度補正予算において「バイオ

ものづくり革命推進事業」を措置し、2023 年度よりプロジェクトを開始。 

 

（文部科学省） 

・カーボンニュートラル実現に向けて、非連続的なイノベーションをもたらす革

新的技術創出に向けた基盤研究や人材育成の取組を強化するため、2022年度補

正予算において「革新的ＧＸ技術創出事業（ＧｔｅＸ）」を措置。日本のアカ

デミアの将来的な貢献が特に期待できる領域としてバイオものづくりを設定

し、2023年度よりプロジェクトを開始。 

 

・カーボンニュートラル実現への貢献に向けてゲームチェンジングな技術シーズ

を創出するため、2023年度より「戦略的創造研究推進事業先端的カーボンニュ

ートラル技術開発（ＡＬＣＡ-Next）」を開始。重要領域としてグリーンバイオ

テクノロジーや資源循環を設定し、大学等における基礎研究を推進。 
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（環境省） 

・2019年度から、化石由来資源プラスチックを代替するバイオプラスチック等の

再生可能資源への転換・社会実装化に向けた実証事業や、再生可能資源由来素

材の製造設備等の導入支援事業を実施。 

 

・「地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業」にお

いて、2022 年度からバイオマスの利用拡大を含め、開発リスク等の問題から民

間の自主的な取組だけでは十分に進まないＣＯ₂排出削減効果の高い技術の開

発・実証を支援。 

 

・「地域資源循環を通じた脱炭素化に向けた革新的触媒技術の開発・実証事業」

において、2022年度から量子技術やＡＩ等のデジタル技術を活用した革新的触

媒技術に係る技術開発・実証を支援。 

 

・「革新的な省ＣＯ₂実現のための部材や素材の社会実装・普及展開加速化事業」

において、2020年度からＣＮＦを活用した製品の早期商用化に向けたイノベー

ションを支援。 

 

・「二酸化炭素の資源化を通じた炭素循環社会モデル構築促進事業（廃棄物処理

施設からの二酸化炭素を利用した化学品製造に関する技術開発と実証）」にお

いて、微生物を触媒として活用し、廃棄物焼却施設の排ガス中のＣＯ₂からエタ

ノールを製造する実証を実施。 

 

・「既存のインフラを活用した水素供給低コスト化に向けたモデル構築実証事業

（都市部における再エネ由来水素と生ごみ由来バイオガスを活用したメタネー

ションによる水素サプライチェーン構築・実証事業）」において、2022年度か

ら再エネ由来水素と生ごみ由来バイオガスからのメタン製造の実証を支援。 

 

（農林水産省） 

・「みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業」において、2020年度か

ら改質リグニンを使用した高付加価値の高機能プラスチック等の開発、2022年

度から針葉樹樹皮を使用したエシカルプラスチック等の開発を実施。 

 

・2021年度から「戦略的技術開発・実証事業」において、木材や森林由来の成分

を活用し、高機能・高付加価値化や化石資源由来のプラスチック代替に資する

ＣＮＦ等の木質系新素材の開発・実証を支援。 
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４）2030年に目指す姿 

① 市場規模目標 

53.3 兆円 

（関連指標） 

・2030年までにバイオものづくりへの官民投資を年間３兆円規模へ拡大。 

・2030 年までにバイオマスプラスチック約 200万トンを導入。 

 

② 具体的な姿 

中長期的に、国際社会でバイオエコノミーは大幅に拡大する見込み。その際

に、日本が国際競争力を保持している状態を目指す。そのため、2030年時点で、

各産業でのバイオものづくりへの転換が進み、バイオものづくり拡大の初期段階

として、特に高付加価値な製品領域における市場獲得が活発化している状態を目

指す。また、国内での未利用資源の活用が進展し、国内におけるサプライチェー

ン強靭性が向上している状態を目指す。 

 

これらを通じ、バイオものづくりによる日本企業の国際競争力の向上、脱炭素

化・循環経済の実現等の社会課題への対応の進展を目指す。 

 

バイオものづくりの持続的な拡大の指標として、2030 年までに官民合わせて年

間投資を３兆円規模に拡大することを目指す。バイオプラスチックについては、

バイオプラスチック導入ロードマップに基づき、2030 年までにバイオマスプラス

チックを最大限（約 200万トン）の導入を目指す。 

 

 

５）今後の取組の方向性 

① 全体 

バイオものづくりの領域は、既に米中で大規模投資が先行するなど国際競争が

激化しているものの、市場が未成熟な新領域であり、支配的なプレイヤーも出て

きていない。こうした認識の下、日本としては、原料の海外依存など日本が抱え

る構造的な問題の解消を模索しながら、国内のプレイヤーが有する技術や産業構

造の特性を踏まえた上で日本の強みとなりうる領域に注力していく。また、バイ

オマス活用推進基本計画（令和４年９月６日閣議決定）に基づき、バイオマスの

活用を推進する。 

 

我が国としては、具体的には、早期の市場創出・拡大を念頭に、バイオものづ

くりの付加価値の源泉となる微生物・細胞設計プラットフォームのレイヤーにお

いては水素酸化細菌等の強みとなりうる宿主に着目して育成を図るとともに、古
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くから日本が取り組んできた培養・発酵等の生産プロセスにも注力する。その上

で、未利用資源の活用等によって原料制約の解消も並行して模索していく。 

 

市場環境の観点では、バイオ由来製品の市場創出・拡大に当たっての最大の課

題はコスト競争力である。化石資源由来で化学プロセスによって生産されたコス

ト競争力に優れる製品をバイオ由来製品に代替するには、新規の設備投資に加え

て生産性の低下等のプロセスコストの上昇が見込まれる。需要側に対してバイオ

由来製品の付加価値の訴求が不十分な中、市場原理に任せるのみではバイオ由来

製品の需要が見通せない。こうした需要の不確実性を解消し、企業の市場予見性

を高めるため、グローバル市場も見据えた市場環境整備を進めていく。 

 

合わせて、新たな領域であるバイオものづくりに取り組む人材育成やスタート

アップ支援等の事業環境の整備や、サプライヤー等の関連産業の後押しも行う。 

 

既に社会実装が進むバイオプラスチックについては、バイオプラスチック導入

ロードマップに基づき、利用促進や消費者への普及啓発、生産体制の整備等の施

策を実施していく。 

 

② 技術開発の加速化 

微生物・細胞設計プラットフォーム技術は、バイオものづくりの付加価値の源泉

であり、国際的な競争力を高めるためには高度な技術を有した微生物・細胞設計プ

ラットフォーム事業者を国内に育成することが重要である。しかし、我が国の微生

物・細胞設計プラットフォーム事業者は、米中に比して遅れているのが現状である。

このような事業者を育てるためには、水素酸化細菌等の我が国独自の強みとなり得

る宿主に注力しつつ、日本が特色を持てる菌種を増やしていく必要がある。また、

微生物・細胞設計プラットフォーム技術の基盤となる、ＤＮＡ・ＲＮＡ合成やゲノ

ム編集、ゲノムシーケンシングに加え、ＡＩを活用したバイオインフォマティクス

やロボティクス等、ＤＢＴＬ10サイクルを加速させる基盤となる技術開発の支援を

進める。具体的には、文部科学省の「革新的ＧＸ技術創出事業（ＧｔｅＸ）」の「バ

イオものづくり領域」においては、多様な化学品を生産可能となる新規の代謝経路

の開発、短時間かつ自由自在に微生物を改変できる革新的なＤＢＴＬ技術等の技術

開発を推進する。また、「戦略的創造研究推進事業先端的カーボンニュートラル技

術開発（ＡＬＣＡ-Next）」において、高収量・低環境負荷なバイオマス生産の実現

に向けた植物の次世代育種技術や、バイオマスを原料とする高性能・高機能材料を

 
10 Design-Build－Test-Learn：Design:細胞設計→Build:宿主構築→Test:生産性評価→Learn：結果の学習の４段階の

こと。DBTL サイクルを回していくことで、高機能な物質生産能力を有する生体細胞物が効率的に作出できるとされ

る。 
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低環境負荷かつ高効率で生産する新たな合成技術等の研究開発を推進する。 

 

また、生物遺伝資源は微生物・細胞設計プラットフォーム技術の基盤であること

から、生物遺伝資源とその関連情報(生物の特性情報、オミックス情報など)を集積

する生物遺伝資源・データプラットフォームの基盤整備を継続して実施する。バイ

オファウンドリに資する微生物やその関連データを新規に収集するだけでなく、企

業・公的機関・大学等の保有する生物遺伝資源の情報の集約、利活用促進及びデー

タ連携を図ることで、バイオとデジタルが融合した環境整備を進め、バイオものづ

くりの社会実装を加速化する。 

 

その一方で、生産段階の技術に目を向けると、実験室での微生物の開発・改良が

できても、量産段階で十分な増殖や目的物質の生産が行われずに頓挫してしまう

「スケールアップ問題」が大きな課題となっている。大量生産に対応した高度な発

酵技術や大型・高価な培養設備が必要となり、規模の小さなベンチャー企業だけで

なく、大企業であってもリスクの高さから十分な設備投資が出来ずに開発を断念し

てしまうことがある。このため、2020年度より経済産業省が実施している「カーボ

ンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発事業」（～2026 年度）

においては、菌株、培養条件、オミクス情報等を集積したバイオ生産システムの構

築を進めており、本事業の成果等を活かすとともに、物質生産の源泉となる酵素や

宿主等のバイオ資源の拡充を行い、実生産への橋渡しを効果的に行うバイオファウ

ンドリ基盤を整備する。 

 

さらに、技術開発の中で一体的に社会実装に向けた取組も並行して進める。具体

的には、経済産業省のグリーンイノベーション基金事業・バイオものづくり革命推

進事業においては、サプライチェーンを俯瞰したテーマ組成を行うとともに、テー

マ間の協調領域（ライフサイクルアセスメント：ＬＣＡ）や国際標準化、ブランデ

ィング手法、データ等において企業間連携を推進し、意欲あるプレイヤーを中心に

ルール形成を進めていくなど、市場獲得に向けた戦略的な取組を進める。環境省の

地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業及び地域資源

循環を通じた脱炭素化に向けた革新的触媒技術の開発・実証事業についても確実に

推進し、ＣＯ₂排出削減効果の高いバイオ技術の開発・実証を進める。 

 

原料の側面からは、特に非可食バイオマスは海外に依存し、安定調達や輸送時

のＧＨＧ排出、燃料コストや関税等によるコスト上昇が課題となっている。ま

た、国内で原料調達を行うためには、木質バイオマス等の地域の非可食バイオマ

スの効率的な収集や前処理技術の開発・コスト低減が課題となっている。こうし

た背景を踏まえ、国内のバイオマスを効果的、総合的に活用するため、「バイオ
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マス活用推進基本計画」に基づく取組を推進する。また、食料安全保障の制約を

受けない非可食バイオマスやＣＯ₂の直接利用、廃棄物等を原料とするバイオもの

づくりを追求する。これは、バイオものづくりによって、気候変動や資源制約な

どの社会課題解決を実現するための鍵でもある。 

 

③ 市場環境の整備に向けた取組 

 市場環境の観点では、バイオ由来製品の市場創出・拡大に当たっての最大の課題

はコスト競争力であり、市場原理に任せるのみでは企業の市場予見性が見通せない

点にある。化石資源由来で化学プロセスによって生産されたコスト競争力に優れる

製品をバイオ由来製品に代替するには、新規の設備投資に加えて生産性の低下等の

プロセスコストの上昇が見込まれる。また、需要側においては、ゲノム編集や遺伝

子組換え等に対する受容性やバイオ由来であることによる付加価値の訴求が大き

な課題であり、これらを踏まえたバイオ由来製品のコスト許容度も不透明である。

さらに、バイオ由来製品によっては従来の化石資源由来製品と外観や成分がしばし

ば同様であり消費活動における選択が困難であるという課題もある。 

 

これらの課題を踏まえ、技術開発による低コスト化と並行して、バイオ由来製品

の経済的価値の向上と市場創出に向けた取組を進める。 

 

 燃料や基礎化学品等の大量生産・大量消費が行われる領域は特にコスト優位性が

高いことから、当面、経済合理性の観点でバイオプロセスへの転換が困難である。

一方で、革新的な機能・性能を持つ製品や環境負荷低減等の付加価値が求められる

製品といった高付加価値領域ではバイオ由来製品のニーズが顕在化している。また、

脱炭素に向けて航空燃料からＳＡＦへの転換が求められているように、社会課題を

契機とした規制によって新たに市場が創出され、バイオものづくりの活用につなが

る場合もある。 

 

こうした動向を踏まえ、バイオものづくりによる市場獲得の方向性としては、ま

ずは高付加価値領域に注力し、低コスト化や量産・横展開に向けた技術開発と社会

課題解決のために必要な規制や市場の在り方の検討を進めながら、中長期的には大

量生産・大量消費が行われる汎用品の市場領域を目指すことが現実的な方針である。 

 

政府においては、既に脱炭素社会や循環経済の実現、フードテック、経済安全保

障などの領域において社会課題解決・経済成長を同時に実現するための取組が進行

している。バイオものづくりは様々な社会課題解決への貢献が期待されており、こ

れらの政策趣旨に照らして施策の活用を進める。 
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特に、脱炭素の観点では、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略（ＧＸ推進戦略）

に基づく「成長志向型カーボンプライシング構想」を踏まえ、「ＧＸ経済移行債」等

を活用した大胆な先行投資支援（規制・投資一体型投資促進策等）やカーボンプラ

イシングによるＧＸ投資先行インセンティブ（排出量取引制度、炭素に対する賦課

金等）、新たな金融手法を措置することとされている。また、排出量取引制度（ＥＴ

Ｓ）においては企業による排出削減量が環境価値として取引されることとなる。こ

うした施策の中で、脱炭素に資するバイオものづくりを推進するため、バイオもの

づくりに特有の課題（環境価値の定量化手法等）の検討を進めつつ、こうした施策

の活用方法を具体化していく。 

 

市場創出・拡大に向けては原料や製造プロセス、ライフサイクルの観点での環境

負荷低減効果等の付加価値を適切に評価・算定を行った上で見える化することが重

要である。原料やプロセスのバイオ転換に取り組む企業を後押しするため、カーボ

ンフットプリント（ＣＦＰ）の活用、バイオ由来製品に関するＬＣＡ手法の確立等、

バイオマスやバイオ技術の利活用による環境価値を定量的に評価する仕組みや、認

証・クレジット化の仕組み、環境負荷を低減するバイオ由来製品の表示方法の在り

方についても検討を進める。また、バイオ由来製品に係る環境価値以外の価値の評

価・利活用方法についても検討を進める。こうした取組を進めるに当たっては、早

期からグローバル市場を見据えつつ、ＬＣＡ評価、製品表示等について、国際標準

化や国際ルール形成を戦略的に推進する。 

 

 また、市場創出に向けた取組としては、バイオ由来製品の市場を早期に創出・拡

大できるよう、グリーン購入法等を参考にした需要喚起策の検討を進める。 

 

需要側であるＢｔｏＣ企業や消費者に対する取組としては、バイオものづくりに

関する事例やバイオ由来製品についての周知広報やリスクコミュニケーション等、

バイオの有する価値を訴求するための取組を進める。また、消費者がバイオ由来製

品を選択し、適切に判断できるような表示等の仕組みについて検討を進める。 

 

また、2050年カーボンニュートラル及び 2030年度削減目標の実現に向けて、国

民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しするための新しい国民

運動「デコ活」について、2023年度に策定した、衣食住・職・移動・買い物など、

暮らしの全領域において、国民目線の課題・ボトルネックと、その構造的な解消に

向けた対策・取組の道筋を示した「くらしの 10 年ロードマップ」に基づき、国民

の「新しい豊かな暮らし」と製品・サービス等の大規模な需要創出を実現する。 

 

特に、課題・ボトルネック解消の仕掛けを国民に提供する連携協働型の社会実装
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プロジェクトをマッチングファンド方式を用いて官民協調で進めることにより、国

民の行動変容、ライフスタイル転換を持続的かつ強力に促していく。 

 

④ 事業環境の整備等による国内産業基盤の確立 

 事業環境の観点では、特にバイオものづくりは新たな事業領域であり、ビジネ

ス環境やサプライチェーンが十分に確立されていない状況にある。日本の産業構

造に鑑みると、製造業を中心とした一定の競争力を有している企業においても、

十分なバイオ技術の蓄積・経験がない企業も多い。このため、化石資源由来の製

造プロセスをバイオ技術で転換するには、最終製品の生産設備・能力を有する企

業と微生物・細胞設計プラットフォーム事業者等専門的な技術・知見を有する企

業との連携が重要となる。また、微生物・細胞設計プラットフォーム事業者にお

いても、将来的に幅広い領域での製品の社会実装に対応できるよう、早い段階か

ら下流の生産事業者との連携や、自社での製品開発を進めることも重要である。 

 

海外のプレイヤーと連携し、オープン（標準等）・クローズ（知財・特許等）

に留意しながら、データの取扱いやワークフロー等についての標準化・共通化を

進めることで、事業の効率化や他プレイヤーとの連携を促進していく。具体的に

は、構造タンパク質繊維等のバイオ由来製品の市場拡大に向け、国際標準化に関

する調査や国際標準活動への積極的な参画、国際標準化に取り組む国内プレイヤ

ーの後押し等、バイオ由来製品に関する国際標準化を戦略的に推進する。 

 

今後、バイオものづくりなどバイオ由来製品の製造を推進していくにあたって

は、企業が大規模な培養・発酵等の生産実証を行うための実証拠点の不足と、バ

イオものづくりに関する人材不足等の課題が指摘されている。 

 

前者の課題については、2020年度より実施している「カーボンリサイクル実現

を加速するバイオ由来製品生産技術の開発」によるバイオファウンドリ拠点の整

備を引き続き実施するとともに、更なる実証拠点の整備について検討する。 

 

後者については、合成生物学や発酵生産に関する専門的な知識に加えて、ＡＩ

等のデジタル分野やエンジニアリング、ビジネスを成功に導くための経営等の

様々な知見が求められるようになっていることを踏まえ、バイオものづくりのバ

リューチェーンに応じて求められる知見や人材のニーズを把握し、産業界で求め

られる人材の育成・確保に向けた取組を進めるとともに、2020年度より実施して

いる「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発」等を

活用し、バイオファウンドリ拠点を活用したものづくり人材の育成プログラムを

引き続き実施し、先端研究と産業界の橋渡しをできる人材の育成を進める。「革
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新的ＧＸ技術創出事業（ＧｔｅＸ）」の実施にあたっては、中心的なポジション

や研究開発の方向性を検討する場等への若手研究者の参画、多様な分野の博士課

程学生等の参画を推奨し、博士号取得者を含む高度人材を産業界に供する。 

 

さらに、ＤＮＡ・ＲＮＡ合成やゲノム編集、微生物探索等の基盤技術を有する

事業者や微生物・細胞設計プラットフォーム事業者等のスタートアップへの投資

の加速や、バイオものづくりを支える実験装置や測定機器、センサー、試薬とい

った周辺機器等には海外に依存する部分もある等、国内の産業基盤の確立も重要

である。スタートアップの創出や成長環境整備については、新たなスタートアッ

プの創出や、スタートアップが成長しやすい環境整備を図るため、政府全体のス

タートアップ支援策とも連携しつつ、国内のバイオものづくりにおける産業構造

やプレイヤーの課題・ニーズを踏まえたスタートアップ支援を進める。また、

「環境スタートアップ特化型の研究開発支援」や「地域共創・セクター横断型カ

ーボンニュートラル技術開発・実証事業」において、環境保全に資する研究開発

事業を行うスタートアップ企業等に対する支援を行う。 

 

周辺産業等も含めた国内の産業基盤の確立については、バイオものづくり領域

の拡大に合わせて需要の高まりが見込まれる実験装置や測定機器、センサー、試

薬、部素材、消耗品等に関する国内のプレイヤーの競争力向上に向けた支援施策

についても検討を進める。世界の計測分析機器市場は拡大しており、ライフサイ

エンス分野が今後も市場を牽引していくと予想されているが、国内市場は停滞

し、海外メーカーとの競合に直面している状態にある。国内の基礎研究分野での

協働の場の提供や仕組みづくりを進めるなど、ユーザーとの連携促進や、シェア

ラボやアカデミアの共同利用施設、産業技術の実証施設などで分析機器の共同利

用を促すなどニーズ把握ができるような施策に取り組み、実験装置や計測分析機

器の国内市場の活性化も進める。国内には光学質量分析、メカトロニクス、ロボ

ティクスなどの有望な要素技術は存在しており、これらの実用化の加速を進め、

将来的に国際競争力を高めるためのバイオ関連の分析・測定・実験プロセスのシ

ステム化や測定方法の国際標準化等を進めていく。 

 

さらに、バイオは横断的な領域であるため、省庁間で連携した規制・ルールの

調整も事業環境整備の面で重要である。特に、バイオものづくりを推進する社会

的意義にも直結する気候変動や循環経済、経済安全保障、自然資本や生物多様性

の保全等に関する国際的な議論やルール形成の動きに対して、我が国として必要

な対応を適切に講じていくことが必要である。さらに、最先端のバイオ技術や製

品に適合しない定義や制度等が生じてくるため、社会実装に合わせた柔軟な定義

や制度等の見直しを行っていくことが必要である。 
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⑤ データ利活用・連携 

生物遺伝資源の充実は、微生物・細胞設計プラットフォーム事業者の競争力の源

泉の一つであり、バイオとデジタルの融合に向けた横断的プラットフォームの基盤

整備を進めるとともに、さらなる生物資源データの集約・拡充、及びデータの利活

用促進を図る。バイオものづくりに関する国内のプレイヤーの競争力強化に向けた

データ利活用・連携の在り方についても検討を進める。 
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（２）持続的一次生産システム 

１）市場領域全体の動向 

我が国の食料・農業・農村は、食料安全保障に関わる大きな情勢の変化や課題に

直面している。途上国を中心として世界人口は急増し、食料需要も増加する一方、

気候変動による異常気象の頻発化や地政学リスクの高まり等により、世界の食料生

産・供給は不安定化している。地球温暖化の進展により、高温、干ばつ、大規模な

洪水等の異常気象が頻発し、2000年以降、毎年のように、世界各地で局所的な不作

が発生している。2022年のロシアのウクライナ侵略は、小麦等の主要生産国である

両国の国際貿易の制限等を招くこととなり、世界的な食料安全保障に大きな影響を

及ぼしている。 

 

このような要因も相まって、数年毎に穀物価格の高騰と暴落を繰り返すようにな

り、小麦、大豆、飼料作物等を輸入に依存している我が国では、長期的かつ安定的

な調達が困難になりつつあるなどの影響が顕在化している。また、我が国では長期

にわたるデフレ経済下で経済成長が鈍化したのに対して、中国やインド等の新興国

の経済は急成長した結果、世界における我が国の相対的な経済的地位は低下し、必

要な食料や生産資材を容易に輸入できる状況ではなくなりつつある。 

 

国内農業に目を向けると、農業者の減少・高齢化や農村におけるコミュニティの

衰退が懸念される状況が続く中、2009年には総人口も減少傾向に転じ、国内市場の

縮小は避けがたい課題となっている。我が国の人口減少は、農村で先行し、農業者

の減少・高齢化が著しく進展している。基幹的農業従事者は、2000年の 240万人か

ら 2022年には 123万人と半減し、その年齢構成のピークは 70歳以上層となってい

る。20年後の基幹的農業従事者の中心となることが想定される現在の 60歳未満層

は、全体の約２割の 25万人程度に留まっている。 

 

加えて、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の取組・意識が世界的に広く浸透し、

自然資本や環境に立脚した農業・食品産業に対しても、環境や生物多様性等への配

慮・対応が社会的に求められ、今や持続可能性は農業・食品産業の発展や新たな成

長のための重要課題として認識されるに至っている。このため、農林水産省は、持

続可能な食料システムの構築に向け、2021年５月に「みどりの食料システム戦略」

を策定し、調達、生産、加工・流通、消費に至るサプライチェーン全体で、革新的

な技術・生産体系の開発と社会実装を推進している。 

 

国内の食市場は、人口減少と高齢化により、一人当たり需要及び総需要の両方が

減少することが見込まれ、急速に縮小していくことが避けられない状況となってい

る。一方、世界人口の増加に伴い、国際的な食市場は拡大傾向にあり、主要国の飲
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食料マーケット規模は 2015 年から 2030 年にかけて 1.5 倍になると予測されてい

る。特にアジア地域は、世界の経済発展の中心地であり、高所得者層の増加等によ

り、日本食が受け入れられ、我が国の農産物や加工食品の需要も高まりつつある。

2021 年には我が国の農林水産物・食品輸出が初めて１兆円を超えたが、更なる拡大

の余地が見込まれる。また、人口増加に対応した食料供給や環境保護等の社会的課

題の解決につながる新たなビジネスとして、世界的にフードテック市場が生まれつ

つある。 

 

 

２）2030年に目指す姿 

① 市場規模目標 

14.9 兆円の内数（国内：1.7兆円、海外：13.2兆円の内数） 

（関連指標） 

・スマート農業技術の活用割合 11 

・みどりの食料システム戦略ＫＰＩ（環境保全）12 

 

  ② 具体的な姿 

スマート農業技術や新品種の開発・導入等を通じた生産性向上を実現し、人口減

少下においても生産水準が維持できる生産性の高い食料供給体制を確立する。みど

りの食料システム戦略に基づく環境負荷低減に向けた取組等を推進し、環境と調和

のとれた食料システムを確立することで、食料供給の持続性を高める。海外需要の

増大に対応した輸出の促進や新技術の活用等を推進することで、人口減少に伴い国

内市場が縮小する中にあっても国内生産基盤の維持につなげ、食料の安定供給の確

保を図る。 

 

 

３）今後の取組の方向性 

  ① 全体 

市場領域全体の動向で述べたような状況と 2030 年の目指す姿とのギャップを既

存の施策の組合せだけで解決できないことは明らかであり、農業・食料イノベーシ

ョンの強化が求められている。「みどりの食料システム戦略」に基づき、食料・農林

水産業における生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するとともに、

「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」に基づき、食料安全保障の抜本的な強

化に向けた取組を進める。 

 
11 具体的な指標については今後検討。 
12 化学農薬使用量（リスク換算）を 2030 年までに 10%低減、2050年までに 50％低減を目指す。化学肥料使用量を 2030

年までに 20％低減、2050年までに 30％低減を目指す。有機農業については、2030 年までに耕地面積に占める有機農業

の取組面積の割合を 6.3 万 ha に拡大、2050 年までに 25％（100万 ha）に拡大することを目指す。 
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将来的に農業者が大幅に減少することが予想される中で、現在よりも相当程度少

ない農業経営で国内の食料供給を担う必要が生じてくることから、農地の集積・集

約化に加え、農業経営の基盤強化が求められる。また、農業者の減少下においても

生産水準が維持できる生産性の高い食料供給体制を確立するには、農作業の効率化

等に資するスマート農業技術の現場導入を加速化することが不可欠となることか

ら、ロボット、ＡＩ、ＩｏＴ等の先端技術やデータを活用したスマート農業等の新

技術や新品種を導入し、生産性を重視する農業経営等の育成が必要となっている。 

 

国内市場の縮小や生産資材の高騰等、農業所得の確保への懸念が生ずる一方、健

康維持・増進に寄与する食品等の機能性や、環境配慮等の持続可能性が新たな価値

として認識され、そういった価値観の多様化は今後も進むと見込まれる。また、持

続可能な食料供給の実現に資するバイオテクノロジーやデジタル技術等が発展し

ていることを踏まえ、このような新しい技術の活用、事業化を目指すスタートアッ

プや新しいビジネスモデルの育成を促進し、新たな需要を開拓していくことが必要

である。また、新たなビジネスとして世界的にも注目を集めているフードテック市

場に関して、新技術の導入に際してのリスクコミュニケーションの確保に十分留意

しつつ、食品企業等における新技術の導入等を推進し、国内外においてフードテッ

クを活用したビジネス創出を展開していくことが求められている。 

 

農業・食品産業の持続的な成長とリスク分散、農業の生産基盤の維持の観点から、

国内市場だけでなく、世界人口の増加に伴って拡大傾向にある海外市場も視野に入

れた産業にしていく必要がある。海外市場も視野に入れた農業への転換を目指して

いく中において、我が国農業の強みの源泉となっている知的財産を適切に保護・活

用することは、我が国の農業競争力の維持・強化だけでなく、適切な対価を得るこ

とを通じて、継続的な研究開発を行っていく上でも極めて重要な課題である。 

   

  ② 技術開発の加速化 

まずスマート農業については、人口減に伴う農業者の急減が見込まれる中で、実

用化を加速するため、「食料・農業・農村政策の新たな展開方向に基づく具体的な

施策の内容」に基づき、国が主導で実装まで想定した重点開発目標を明確にした上

で、これに沿って研究開発等に取り組むスタートアップ等の事業者に対する国立研

究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）の施設供用等を通じた産

学官連携の強化により研究開発等を促進するとともに、スマート農業技術の活用を

支援するサービス事業体等と連携しながら、スマート農業技術に適合した栽培体系

の見直し等の生産方式の転換を促すこととし、さらに、これらを税制・金融等によ

り一体的に支援できるよう、「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活
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用の促進に関する法律案」を第 213回通常国会へ提出した。 

 

人口減少を見据えたスマート農業の技術開発、生育・栽培特性をスマート技術向

けに改良した基盤的新品種の開発、農業ＩＣＴサービスのオープンＡＰＩの推進、

誰もが低コストでスマート農業を利活用できるよう農業支援サービス事業体の育

成・普及や技術対応力、人材育成を図るスマートサポートチームによる実地指導等

を実施する。 

 

さらに、新規就農者を含む農業者等を栽培・経営・販売といった様々な面で支援

する生成ＡＩを開発し、民間企業のアプリケーションを通して農業者に提供する。

また、農業分野における生成ＡＩ等の開発をさらに進めるため、ＷＡＧＲＩ等の農

業データ連携基盤や農研機構のスーパーコンピューター「紫峰」等のインフラを充

実・強化する。 

 

農林水産業・食品産業の持続性を高めるため、「みどりの食料システム戦略」の

実現に向け、品種開発の加速化、気候変動などの新たな課題解決に向けた行動変容、

バイオ技術を活用したイノベーション創出、川上から川下までが参画した現場のニ

ーズに対応した研究開発を国主導で推進する。 

 

品種開発については、スマート農業技術と併せた機械収穫等に適した省力化等に

資する新品種の育成のほか、「みどりの食料システム戦略」の実現に向け、「みどり

の品種育成方針」に基づき、高収量・高品質や病虫害抵抗性、気候変動に対応した

高温耐性等の生産性向上と持続可能性の両立に向けた画期的な特性を持つ新品種

を、ゲノム情報等を利用して迅速に育成できるスマート育種基盤の拡充・強化を推

進する。 

 

生物的硝化抑制（ＢＮＩ）能を持つ作物や施肥量が少なくても収量や品質が低下

しにくい品種開発等を推進する。 

 

農林水産省と国土交通省を中心に、下水汚泥資源等から肥料原料を効率的に回収

する技術や下水汚泥資源等を有効活用し肥料利用する技術等、化学肥料の使用量低

減と過度な輸入依存からの脱却に貢献する研究開発・実証を推進する。 

 

畜産業分野では、非接触型の個体の生体モニタリング機器、温湿度に応じて畜舎

内の環境を精密に制御できるスマート畜舎システムの開発等を推進する。 

 

水産業分野では、ＩＣＴ等を活用した定置網漁業等における数量管理促進のため
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の技術開発を推進する。また、地域におけるスマート化の取組をリードする伴走者

を育成支援するとともに、そのサポートのもとスマート水産業の普及を図る。この

ほか、昆虫等の魚粉代替原料の開発等を推進する。ＣＯ₂の吸収源として期待され

るブルーカーボン推進については、効率的・広域的に藻場の造成・回復を実現する

ため、漁港を利活用した海藻供給システム（海藻バンク）の構築や藻場の増強技術

等の開発を行う。 

 

人口増加に対応した食料供給のため、微生物を活用した食品（水素酸化細菌や麹

菌を活用し生成したタンパク質源等）の研究開発等を推進する。 

 

また、農林水産・食品分野に様々な分野のアイデア・技術等を導入してオープン

イノベーションによる革新的な技術・商品・サービスの創出を促進する仕組みであ

る『「知」の集積と活用の場』において、人材、資金、技術、設備機器等様々なリソ

ースを結び付け、スタートアップや新事業の創出、海外との連携等を目指すバイオ

エコノミー活動を支援する。その他、関連して以下の事業において、技術開発を推

進する。 

 

・戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）第３期「豊かな食が提供され

る持続可能なフードチェーンの構築」において、食料の調達、生産、加工・流通、

消費の各段階を通じて、豊かさを確保しつつ、生産性向上と環境負荷低減を両立

したフードチェーンの構築に取り組む。具体的には、植物性タンパク質（大豆）

の育種基盤構築と栽培技術確立、肥料の国内循環利用システム構築、動物性タン

パク質（水産物）の次世代養殖システム構築、国産大豆等を利用した豊かな食設

計システムの開発、行動科学のアプローチを用いた質の高い食生活の実現に向

けた研究開発の５つのサブ課題に引き続き取り組む。 

 

・「研究開発と Society 5.0との橋渡しプログラム（ＢＲＩＤＧＥ）」において、

安定的な食料供給の確保、食料・農林水産業における生産力向上と持続性の両立、

農林水産物等を活用した有用物質生産、海外市場も視野に入れた農業への転換

等に資する研究開発を推進する。 

 

・ムーンショット型研究開発制度の農業関連の目標（目標５:2050年までに、未利

用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続可能な食料

供給産業を創出）に関し、藻類を活用した資源循環型の細胞培養技術や、牛から

発生するメタンガスの削減と生産性向上を両立させる技術等、持続的な食料供

給産業の創出に向けた研究開発を実施しており、今後もこれらの取組を進める

とともに、優れた研究成果の社会実装に向けた取組を加速化する。 
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・欧米の大学等の基本特許に抵触しない日本独自のゲノム編集技術等を活用した

生産性や機能性を高めた農林水産物の創出を可能とする育種技術の開発、植物

やカイコ等の生物機能を活用した医薬品原料等の高機能バイオ素材の創出とサ

プライチェーンの構築、ゲノム編集技術と新たな豚由来細胞株を活用したアフ

リカ豚熱ワクチン等の革新的動物ワクチンの開発等に引き続き取り組む。また、

発酵微生物を活用した栄養や機能性・嗜好性に優れる新規食品や、食品副産物等

の有効利用技術を開発する。 

   

  ③ 市場環境の整備に向けた取組 

市場環境の整備について、「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活

用の促進に関する法律案」を第 213 回通常国会へ提出するとともに、「みどりの食

料システム戦略」の実現に向けて、調達、生産、加工・流通、消費の各段階の環境

負荷低減の取組を「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減

事業活動の促進等に関する法律（令和４年法律第 37号）」に基づく税制や融資の特

例等により推進し、持続可能な食料システムの構築を目指す。 

 

農林水産分野から創出されるカーボン・クレジットの取組拡大に向けて J-クレ

ジット制度において、農地や家畜由来の温室効果ガスの排出削減等を目的としたプ

ロジェクト形成や、方法論の新規策定等を推進する。また、生産者の環境負荷低減

の努力を消費者に星の数で分かりやすく伝える環境負荷低減の取組の「見える化」

を推進する。農産物については、ガイドラインに則った「見える化」の取組の普及

を図るとともに、畜産物等についても「見える化」のための温室効果ガス簡易算定

ツールの作成を進める。 

 

バイオ技術を活用したイノベーション創出等の研究開発の推進と合わせて先端

技術に対する消費者等の理解と受容を促進するため、主に若い世代を対象として積

極的な情報発信を行う。 

 

政府開発援助による支援、資金配分機関による実証事業等を最大限活用し、我が

国の先進技術の海外市場への展開、海外市場の獲得に必要な標準化を推進する。 

 

  ④ 事業環境の整備等による国内産業基盤の確立 

事業環境の整備については、農業データ連携基盤（ＷＡＧＲＩ）や生産から加工・

流通・販売・消費までデータの相互利用が可能なスマートフードチェーンプラット

フォーム（ｕｋａｂｉｓ）等のデータ連携プラットフォームの活用を進め、生産現

場のみならず、川中・川下を含めた農業データの利活用を推進するとともに、産学
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官共同連携拠点の整備やスタートアップ支援と他事業との連携の強化を図り、異分

野を含めた人材確保等、研究開発と成果の普及を効果的に行うことができる環境を

整備する。農研機構においても、産学官が連携してスマート農業技術及び品種の開

発を推進するために必要な研究基盤となる施設を整備し、また、遺伝資源保存施設

である「ジーンバンク」、ＷＡＧＲＩ等の農業データ連携基盤や農研機構のスーパ

ーコンピューター「紫峰」等のインフラの充実・強化を図る。 

 

農業大学校、農業高校等における教育の高度化を図るため、農業機械・設備の導

入、スマート農業等のカリキュラム強化、現場実習、出前授業の実施等を支援する。 

 

知的財産の保護・活用に向け、育成者権者に代わって、海外への品種登録やライ

センスによる実効的な侵害対応を行う育成者権管理機関の取組を推進する。その一

環として、海外ライセンス指針に則し、海外からのロイヤルティ収入を新品種開発

に投資するサイクルの実現に向けた取組を推進する。 

 

家畜遺伝資源については、「家畜改良増殖法」及び「家畜遺伝資源に係る不正競

争の防止に関する法律」に基づく家畜遺伝資源の適正な流通及び不正競争の防止を

確保するための各般の施策の実施により、流通管理及び知的財産としての価値の保

護を推進する。 

 

新たな技術開発や事業化を目指すスタートアップに対するステージに応じた伴

走支援や、中小企業イノベーション創出推進基金を活用して行う大規模技術実証事

業（フェーズ３）等を着実に推進し、農林水産・食品分野のスタートアップの育成

を図る。 

 

フードテックについては、フードテック官民協議会において取りまとめたフード

テック推進ビジョン及びロードマップ（2023 年２月策定）に基づく取組や、協調領

域の課題解決の促進や新市場の開拓を後押しする官民連携の取組を推進するとと

もに、フードテックを活用したビジネスモデルの実証に対する支援、海外展開を目

指すフードテック企業の支援等により、新技術の活用等による新たな需要の開拓を

推進する。また、農林水産省は、経済産業省とも連携し、企業等が共同で取り組む

技術開発・実証の支援等による早期の社会実装を推進する。 

 

2023年 10月に、日ＡＳＥＡＮ農林大臣会合で採択された『日ＡＳＥＡＮみどり

協力プラン』に基づき、我が国が持つ技術を活用してＡＳＥＡＮ各国において協力

プロジェクトを推進し、ＡＳＥＡＮ地域の生産力向上と持続性の両立、ひいては食

料安全保障に貢献する。この中で、アジア開発銀行（ＡＤＢ）との連携による水田
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からのメタン削減に関する二国間クレジットの立ち上げ等、我が国の環境配慮型農

業関連技術の普及・展開を図る。また、「みどりの食料システム戦略」をアジアモン

スーン地域の持続的な食料システムの取組モデルとして、国際会議等において引き

続き我が国から提唱し、国際ルールメイキングに参画する。 

 

さらに、米国等の進める ＡＩＭ for Climate 等の農業イノベーション推進の

国際イニシアティブに参画する。我が国の取組の方向性等について助言を受けるた

め「国際科学諮問委員会」等を開催するとともに、気候変動緩和と持続的農業の実

現に貢献し、アジアモンスーン地域に応用可能な技術情報の収集、分析及び発信並

びに現地実証試験を通じて、現地で実装可能な技術の実装促進を図る。ＣＧＩＡＲ
13各研究センターと連携した持続可能な食料システムの構築に資する農業栽培技術

の開発を推進する。 

 

  ⑤ データ利活用・連携 

データ利活用・連携については、農業データ連携基盤（ＷＡＧＲＩ）や生産から

加工・流通・販売・消費までデータの相互利用が可能なスマートフードチェーンプ

ラットフォーム（ｕｋａｂｉｓ）等のデータ連携プラットフォームの活用を進め、

生産現場のみならず、川中・川下を含めた農業データの利活用を推進するとともに、

産学官共同連携拠点の整備やスタートアップ支援と他事業との連携の強化を図り、

異分野を含めた人材確保等、研究開発と成果の普及を効果的に行うことができる環

境を整備する（再掲）。農研機構においては、産学官が連携してスマート農業技術

及び品種の開発を推進するために必要な研究基盤となる施設を整備し、また、遺伝

資源保存施設である「ジーンバンク」、ＷＡＧＲＩ等の農業データ連携基盤や農研

機構のスーパーコンピューター「紫峰」等のインフラの充実・強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Consultative Group on International Agricultural Research（国際農業研究協議グループ） 
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（３）木材活用大型建築・スマート林業 

１）市場領域全体の動向 

木材は森林が生み出す再生可能な資源であり、森林が成長過程で大気から吸収し

たＣＯ₂を炭素として貯蔵している。森林資源の循環を図りながら、木材を特に建

築物に利用していくことは、炭素貯蔵効果をより大きく、長期間にわたって発揮さ

せることを可能にし、森林吸収源の強化につながる。また、木材は、製造・加工時

のエネルギーの消費が鉄やコンクリート等の建築資材より比較的少ないことから、

建築に係るＣＯ₂の排出削減にも貢献する。 

 

このため、建築物への木材利用については、気候変動対策の重要な取組の一つと

して、また、循環経済にも資する取組として、近年、世界的に関心が高まっており、

欧米を中心に中高層の木造建築が広がってきている。 

 

我が国においては、国土の約７割が森林であり、古くから木材を資源として有効

活用してきた歴史をもつ。戦後植林された人工林が利用期を迎える今、そこから生

産される木材を特に建築分野で持続的に利用していくことは、我が国がバイオエコ

ノミーを実現する上で不可欠であり、2050 年カーボンニュートラルの実現にも貢

献する。 

 

従来、低層住宅が建築用木材の主な需要を担ってきたが、今後、我が国の人口減

少に伴い住宅着工の減少が見込まれる中、建築分野で新たな市場を開拓することが

重要となっている。このため、世界的な潮流も受けて、これまで木材があまり使わ

れてこなかった大型建築（低層住宅を除く。以下同じ。）での木材利用に注目が集

まっている。また、海外における木造建築等に用いられる付加価値の高い木材製品

の輸出による海外市場の獲得も期待される。 

 

一方、大型建築等での木材利用を拡大するためには、川上から川下までの木材の

サプライチェーンに携わる関係者が、自らの収益だけでなく相互利益を拡大するこ

との重要性を共に認識しながら、林業の収益性を向上し、木材を持続的かつ安定的

に供給できる体制を構築していくことが不可欠である。このため、林業の現場では、

林地保全に配慮しながら生産性や安全性の向上を進めていく必要があり、前提とな

る森林境界の明確化や施業の集約化を進めつつ、ＡＩやＩＣＴ等のデジタル技術を

活用したスマート林業の推進が求められている。 

 

また、花粉の発生源となるスギ人工林の伐採・植替え等を進め、建築分野でのス

ギの利用拡大等を図ることは、我が国において社会問題となっている花粉症への対

策として重要である。 
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このように、本市場領域は木材利用の拡大と林業の生産性の向上により、林業の

収益性を高めることで「伐って、使って、植えて、育てる」森林資源の循環利用を

進め、花粉症対策の推進も含めバイオエコノミー社会の実現に貢献していくもので

ある。 

 

以上の認識のもと、直近の市場動向を振り返ると、2020 年以降、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大に伴う経済の停滞やサプライチェーンの混乱に加え、2021

年に発生した輸入木材の不足・価格高騰（いわゆる「ウッドショック」）、そして 2022

年のロシアによるウクライナ侵略や、円安等を背景としたエネルギーや資材の価格

高騰等は、我が国の建築市場をとりまく環境に大きく影響を与えている。こうした

状況において、大型建築の中でも特に木材活用大型建築の市場規模は伸び悩んでい

るのが現状である。 

 

一方、我が国が目指す 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、建築分野

での対応が強く求められる中で、ＥＳＧ投資等の観点からも、大型建築を手がける

不動産・建築事業者における木材利用への関心は引き続き高く、特に中層以上の木

造建築物は増え始めている。木材の供給面では、建築用材等における国産材の比率

は過去 20年間でほぼ倍増し５割程度となっている。 

 

また、2021 年 10 月には、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等にお

ける木材の利用の促進に関する法律」（通称：都市（まち）の木造化推進法）が施行

され、政府一体となって、公共建築物だけでなく民間建築物も対象として木材利用

の促進に取り組んでいるところである。 

 

さらに、2023 年には、花粉症という社会問題の解決に向けて、花粉症に関する

関係閣僚会議において「花粉症対策の全体像」などがとりまとめられ、発生源対策

としてスギ人工林の伐採・植替え等を加速化し、10年後までに花粉発生源のスギ人

工林を約 2割減少、花粉の少ない苗木の生産割合をスギ苗木全体の９割以上に引き

上げるとともに、スギ材需要を 1,710万㎥（470万㎥増）まで拡大すること等を目

指すこととされている。 

 

このように木材利用の機運と必要性は上昇しているものの、大型建築を経済的に

木造化するために必要な建築用木材や合理的な設計・施工技術の開発・普及、木材

活用大型建築に携わる人材の育成や、持続可能な木材利用を促進する環境の整備、

需要者や消費者への波及は未だ途上にある。また、木材製品の輸出については、輸

出先国における規制・規格への対応が必要である。 
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国産材の持続的かつ安定的な供給に向けて、林業の現場では、主伐の生産性が高

性能林業機械の導入等により 1990 年の 1.6 ㎥/人日から 2021 年の 7.3 ㎥/人日ま

で向上するとともに、林業労働における死傷者が長期的に減少傾向となっているが、

生産性や安全性を更に向上させるためスマート林業を一層推進していく必要があ

る。また、スギ人工林の伐採・植替え等の加速化の観点から、これらの取組を進め

るとともに、バイオテクノロジーを活用し、花粉が少ないほか、成長が優れるとい

った特徴を持ち、二酸化炭素吸収量の向上も期待されるエリートツリー等由来の花

粉の少ない苗木の増産を進めていく必要がある。 

 

加えて、需要に応じて原木を生産していくためには、森林資源情報を把握し、原

木供給者（林業事業体等）、原木需要者（製材工場・合板工場等）等の関係者間のデ

ジタル技術を活用した連携等に取り組んでいくことも重要である。2022 年度末で

全国の民有林の 56％において航空レーザ計測による森林資源情報の整備が進むな

ど、デジタル技術の活用基盤は着実に進展しつつあるが、林業におけるデジタル技

術の活用は一部の者や分断的な利用に留まっており、地域一体でデジタル技術をフ

ル活用していくことが求められている。 

 

 

２）2030年に目指す姿 

① 市場規模目標 

木材活用大型建築：1.0兆円（国内） 

（関連指標） 

・木材活用大型建築の新築着工床面積（国内）をベンチマークとし、2030年に 2018

年時点から 2 倍程度を上回ることを目標とする。 

 

 ② 具体的な姿 

・木材活用大型建築の普及により、ＣＯ₂排出削減や花粉症対策に貢献する。 

・木造建築等に用いられる付加価値の高い木材製品の海外市場を獲得する。 

・国産材が活用され、林業の収益性の飛躍的向上により、林業が持続的な成長産業と

して成立し、森林の適切な整備と循環利用が実現している。 

 

 

３）今後の取組の方向性 

① 全体 

大型建築を経済的に木造化するために必要な建築用木材や合理的な設計・施工技

術の開発・普及、木材活用大型建築に携わる人材の育成、持続可能な木材利用を促
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進する環境の整備、需要者や消費者への普及啓発等を一層推進するとともに、木材

製品の輸出に向けて、輸出先国における規制・規格への対応に取り組む。 

 

また、林業の生産性や安全性の更なる向上や需要に応じた原木生産に向けて、森

林資源情報を把握し、原木供給者・原木需要者等の関係者間の連携等により林業に

おける地域一体でのデジタル技術のフル活用を進めるなど、スマート林業を一層推

進する。さらに、バイオテクノロジーを活用した苗木増産も推進する。 

 

② 技術開発の加速化 

木材活用大型建築では、建築基準上、強度や耐火性に優れた建築用木材が求めら

れることから、製材やＣＬＴ（直交集成板）、木質耐火部材等に係る技術開発や、Ｃ

ＬＴ等を用いた先駆的建築による建築物の実証等を更に進める。また、木材活用大

型建築を加速的に普及させるため、部材の標準化に向けた技術開発を進めるととも

に、大型の木造建築の経験がない設計者でも取り組めるよう標準的な木造化モデル

を作成・普及する。この際、大型建築の中でも特にボリュームゾーンとなる中層建

築物の木造化に重点を置く。加えて、木材の効率的な利用等につながる木造と他構

造による混構造建築物等の設計・施工技術を普及する。さらに、スギの利用拡大を

通じて花粉症対策に貢献するため、木材活用大型建築にも活用が可能なスギ材製品

の技術開発に取り組む。 

 

木材を供給する林業の現場では、生産性や安全性を向上させるため、「林業イノ

ベーション現場実装推進プログラム」に沿って、ＡＩ等を活用しつつ、林業機械の

自動化・遠隔操作化等に向けた技術開発・実証を推進する。 

 

花粉の少ない苗木の増産に向けて、成長が優れるエリートツリー等を基にゲノム

編集技術を活用した無花粉スギの開発、細胞増殖技術を活用して苗木を大量増産す

る技術の開発等を推進する。 

 

③ 市場環境の整備に向けた取組 

木材活用大型建築の市場拡大に向けて、建築を行う不動産・建築事業者だけでな

く、それに投資する建築主や投資家・金融機関、また建築物を利用する一般消費者

に対し、建築物への木材利用の意義や効果を普及啓発し、社会全体の機運醸成を図

る。特に、木材活用大型建築がＥＳＧ投資等において適切に評価されるよう、国際

的な基準等を踏まえつつ、建築物への木材利用におけるカーボンニュートラルへの

貢献や持続可能な木材利用等に関する評価方法等の普及や、建築物のライフサイク

ル全体を通じた排出量（ライフサイクルカーボン）の評価方法の構築等を進める。

また、環境価値の見える化等を通じて、スギ材をはじめとする国産材が建築用木材
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として積極的に選択されるような環境の整備を推進する。さらに、川下から川上ま

での関係者が広く参画する官民協議会「ウッド・チェンジ協議会」や各種顕彰事業

を活用し、民間建築物等での木材利用に向けた課題や解決方法の検討、先進的な取

組等の発信を進める。 

 

④ 事業環境の整備等による国内産業基盤の確立 

木材活用大型建築の設計者や施工者の育成・確保に向けて、構造設計等に係るマ

ニュアルの整備や、設計者・施工者向けの講習会等の実施、技術情報の集約・公開

等を推進する。また、建築分野全体でＢＩＭ14の利用拡大を目指す動きを踏まえ、

木材活用大型建築においてもＢＩＭを活用した設計や資材調達に係る標準プロセ

スの検討、木質部材に係るＢＩＭ標準オブジェクトの整備、ＪＡＳ構造材の生産工

場等の情報データベースの整備等を進める。木材製品の輸出に向けて、輸出先国の

法令、規制、規格等の情報を収集する。 

 

木材供給においては、品質・性能の確かなＪＡＳ構造材の供給体制の整備やサプ

ライチェーンの構築を推進する。また、林業の生産性・安全性・収益性を向上させ

るスマート林業等を推進するため、「林業イノベーションハブセンター（森ハブ）」

において、林業事業体や異分野企業等のマッチング等を行い、林業現場へ新技術の

導入・定着を図る。 

 

⑤ データ利活用・連携 

航空レーザ計測等による高精度な森林資源情報の整備や公開を継続するととも

に、都道府県、市町村、林業事業体、製材・合板工場、異分野の人材・機関等多数

の関係者から構成される地域コンソーシアムを主体として、地域一体で森林調査か

ら原木の生産・流通に至る林業活動にデジタル技術をフル活用する「デジタル林業

戦略拠点」の創出を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Building Information Model：コンピュータ上で部材の仕様等の様々な属性情報を併せ持つ３次元の建築物のモデル

を構築するシステム 
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（４）バイオ医薬品・再生医療・細胞治療・遺伝子治療関連産業 

１）市場領域全体の動向 

バイオ医薬品や再生医療等の研究開発が進み、バイオとデジタルの融合により、

今後、バイオ医薬品や再生医療等の本格的な産業化と巨大な新市場の創出が期待さ

れる。我が国には、伝統的な基礎研究の基盤が存在するとともに、伝統的な発酵産

業で培った微生物・細胞培養技術等は有望な資源である。カイゼンや品質管理など

のものづくりへの真摯さも強みである。川下側で重要となる細胞培養・運搬・受託

製造等のデジタル化・ＡＩ化・機械化を図り、原料となる細胞等の供給から製造ま

で一貫したシステムを開発し、特に創薬分野の共通的な関連産業市場を押さえるこ

とで、再生医療等の本格的な産業化の際の大市場を獲得する。 

 

創薬のトレンドは低分子化合物からバイオ医薬品を主流とする形に変化し、その

産業規模も急成長している。医薬品市場の構成は、核酸医薬品、再生・細胞医療や

遺伝子治療などの新規モダリティの内訳が急成長している。しかし、諸外国と比較

して日本のバイオ医薬品市場の成長が低いとの予測もあり、世界の後塵を拝してい

る。また、医薬品について、日本では年間２～３兆円の輸入超過となっており、輸

入超過額は増加傾向にある。日本は世界有数の創薬実績を持つ一方、医薬品販売額

は減少傾向にある。その理由として低分子医薬品市場の停滞があり、日本の創薬は

化学合成医薬品が多くバイオ医薬品が少ない、といった背景も挙げられる。国内で

販売される抗体医薬品は増加傾向にあるが、約９割が海外で生産されており、海外

の生産拠点への依存度が高い。また、創薬の実用化の視点では、国際共同治験の登

録も多くない。その結果、日本での医薬品販売が海外から遅れをとることにつなが

っている。 

 

そのため、日本におけるバイオ創薬の開発力強化が期待されている。特に、従来

の低分子薬中心の開発から脱却し、高機能バイオ医薬品や低コストで疾病の原因に

効果的に作用し経口摂取が可能な中分子等、世界規模でニーズの高い分野での創薬

強化が期待されている。また、再生・細胞医療・遺伝子治療開発協議会における議

論では、「再生・細胞医療」については組織幹細胞、ＥＳ細胞、ｉＰＳ細胞を、「遺

伝子治療」については ex vivo 遺伝子治療、in vivo 遺伝子治療を整理している。

医薬品モダリティの中では、これらは萌芽期～導入期にある技術と位置づけられる。 

 

海外の状況を見ると、近年、活発に再生・細胞医療・遺伝子治療研究開発が行わ

れ、日本において承認された再生医療等製品も年々増加している。細胞移植や遺伝

子治療が市場拡大を大きく牽引しており、2040年頃には 2020年における市場規模

の約 20倍となるとの推計もある。 
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各国政府による支援も展開されている。英国では、2012 年に細胞治療カタパルト

が立ち上げられ、2013 年に再生医療プラットフォームが開始され、2018 年には遺

伝子治療領域へ支援が拡張された。米国では、ＮＩＨによる ｉＰＳ細胞への投資

は継続的に増加しており、本領域に投資している研究のうち、ex vivo遺伝子治療

は７割以上を占める。日本では、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（ＡＭＥ

Ｄ）事業を中心に基礎から実用化まで一貫した支援が行われており、世界初となる

臨床研究が開始されているほか、再生医療等製品は 2023 年度までに 20製品が薬事

承認（実用化）されている。再生・細胞治療・遺伝子治療は、これまで根治・治療

が困難であった疾患の治療を実現する可能性を秘めている一方で、本分野における

研究開発品は依然として臨床段階で明確な有効性を示すことができていないもの

も多く、アンメットメディカルニーズを十分に満たしている状況ではない。 

 

我が国は、再生医療の研究、特にｉＰＳ細胞の分野では論文数、特許数で米国に

次ぐ順位であり、日本の果たしている役割は大きい。しかし、外国に比べて日本の

医学研究は他の学問領域との融合が進んでいない。また、アカデミアと企業のギャ

ップが埋まっておらず、基礎研究を実用化に繋げるうえでいくつかの障壁が残され

ている。さらには国際共同治験に参加国として日本が加わることが少なく、ドラッ

グラグ・ロスを招いてしまっている。さらに、世界的に新たな医薬品の開発主体は

創薬ベンチャーにシフトしている中で、欧米等と比較して、日本国内においては創

薬ベンチャーが開発に必要な資金を円滑に調達することが困難であり、創薬ベンチ

ャーが開発した医薬品が実用化された事例が極めて少ない。 

 

 このような背景も踏まえ、健康・医療分野では、第２期医療分野研究開発推進計

画に基づき、モダリティ（技術・手法）等を軸とした６つの統合プロジェクト（医

薬品、医療機器・ヘルスケア、再生・細胞医療・遺伝子治療、ゲノム・データ基盤、

疾患基礎研究、シーズ開発・研究基盤）を推進してきた。また、2021年６月に閣議

決定された「ワクチン開発・生産体制強化戦略」を踏まえて、感染症有事にワクチ

ン開発を迅速に推進するために平時から研究開発を主導する体制として、2022 年

３月にＡＭＥＤに先進的研究開発戦略センター（ＳＣＡＲＤＡ）を設置した。医学、

免疫学等の様々な専門領域や、バイオ医薬品の研究開発・実用化、マネジメントに

精通した人材によるリーダーシップの下、国内外の感染症・ワクチンに関する情報

収集・分析を幅広く行う体制を整備し、ワクチン研究開発・実用化の全体を俯瞰し

て研究開発支援を進めている。この体制で、新たな創薬手法による産学官の実用化

研究の集中的な支援、世界トップレベルの研究開発拠点の形成、創薬ベンチャーの

育成等の事業に取り組む。また、ＡＭＥＤにおける取組のほかにも、デュアルユー

スのワクチン製造拠点の整備等、ワクチンの迅速な開発・供給を可能にする体制の

構築のために必要な取組を行っている。 
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また、2022 年９月に策定された「全ゲノム解析等実行計画 2022」を踏まえ、が

ん・難病に関する全ゲノム解析等を実施中であり、産官学が幅広く利活用可能な体

制整備を進めている。遺伝子導入技術、遺伝子発現制御技術、高機能バイオ医薬品

や、ドラッグ・デリバリー・システム（ＤＤＳ）、イメージングなどの開発を推進す

るとともに、それら要素技術の組合せによる技術基盤の形成に取り組んだ。文部科

学省においても、ゲノム研究の基盤となる大規模バイオバンクの構築・高度化、国

内主要バイオバンクのネットワーク化によるバイオバンク横断検索システムの整

備、世界動向を踏まえた先端ゲノム研究開発等を実施するなど、ゲノム・データ基

盤の一層の強化を進めている。公的保険外のヘルスケア産業の促進等のため、健康

経営の推進、地域・職域連携の推進、個人の健康づくりの取組促進等も実施してい

る。 

 

 再生・細胞医療・遺伝子治療関連では、これらの融合研究及び異分野連携による

革新的な治療法の開発、ゲノム編集技術等の共通基盤研究、疾患特異的ｉＰＳ細胞

や患者由来オルガノイドを用いた病態解明及び創薬研究、出口を見据えた研究開発

のための戦略的伴走支援や製造基盤整備等の強化等に取り組んでいる。また、製造

から治療までの一貫したデータ取得によるリバース・トランスレーショナル・リサ

ーチ（ｒＴＲ）を可能とする拠点整備を開始し、再生医療データ登録システムの利

活用を通じたデータ蓄積及びデータシステムの在り方の検討を開始している。さら

に、「再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業」においては、遺

伝子治療の製造基盤技術開発として、国産ウィルスベクター産生細胞や、それらを

用いたベクター製造技術開発を実施しているほか、ヒト細胞加工製品を効率的・安

定的に製造できる技術基盤の確立や、ｉＰＳ細胞等から分化される各種臓器細胞を

用いたＭＰＳデバイスの開発等も進展している。本領域における新たな医療技術の

臨床研究・治験の推進や製品化に向けた研究開発・製造基盤強化等の取組、遺伝子

治療におけるゲノム編集技術の再生・細胞医療への応用やそれぞれの人の特性に合

った薬効等を試験できるオルガノイド（試験管内で人工的に作られるミニ臓器）等

の革新的な研究開発が進んでいる。 

 

現状、いくつかの課題が指摘されている。 

 

① 研究開発の推進 

疾患を限定しないモダリティ等（技術・手法）ごとの研究開発により、新た

な医療技術等を多様な疾患に効果的に展開することが必要である。また、再

生・細胞医療・遺伝子治療という縦割りではなく、より一層の融合研究の推

進が必要である。基礎研究から臨床研究への橋渡し、ｒＴＲ及び産学連携に



41 
 

も注力すべきであり、次世代の医療技術や創薬につながる革新的なシーズを

創出するための基礎研究の強化も必須である。ベンチャーによる大企業とア

カデミアの橋渡しも重要である。その際、創薬ターゲットの探索や妥当性検

証への活用など、ＡＩ・データサイエンスとの連携を一層推進する必要があ

る。 

 

② 拠点機能の構築 

新興感染症等の様々な疾患への対応の迅速化・強化のために、感染症研究開

発の支援等の疾患バイオロジー研究の強化が必要である。創薬の視点からは、

抗体-薬物複合体（抗体コンジュゲート）を含むバイオ医薬品の創薬環境の基

盤整備、創薬エコシステムの確立に向けた企業努力も期待される。また、安

全保障上、パンデミック等の有事に備え、ワクチンや治療薬を含む安全な医

薬品等の迅速な供給を可能とする体制構築のため、ＣＤＭＯ等製造拠点の整

備、及び現場での製造人材の確保が不可欠である。 

 

③ 生産体制の強化 

医薬品においては、たとえば海外依存度が高い原薬・原材料、医薬品につい

ては、国民の健康・安全の確保のために、経済安全保障の観点からも対応を

行う必要性があり、戦略的に進めていくことが重要である。 

 

④ 人材育成 

実用化に向けたアドバイスができる人材によるハンズオン支援が効果的であ

り、事業化経験のあるアカデミアによる助言も有効である。また、臨床研究

デザインのコンサルティング人材や培養・精製プロセス開発や製造等の人材

育成の強化が必要である。 

 

⑤ バイオ医薬・再生・細胞医療、遺伝子治療 

研究開発初期から海外の規制や標準も念頭に置くことが重要である。商業利

用を見据えた細胞供給システムの構築及び商用製造が可能なＣＤＭＯ等製

造拠点の整備が必要である。有効性確立のためには、臨床データの蓄積のみ

でなく、製造データを連結したうえでのｒＴＲが必要であり、連結データシ

ステムの構築が今後必要である。また、遺伝子治療の人材層が薄いため、基

礎研究の強化や若手育成研究拠点が必要である。ベクターやゲノム編集技術

の利用料が高額となってきており、国産のベクターやゲノム編集技術の開発

など、我が国独自技術の知財化を見据え、中長期的な基礎研究を支援すべき

である。国産ウィルスベクター産生細胞の安定的な供給体制の構築が必要。

また、遺伝子導入細胞の国内製造能力を確立する必要がある。 
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⑥ 研究の規制 

パンデミック時に緊急にワクチン等の研究開発を行う場合、「遺伝子組換え

生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」における研

究開発段階の大臣確認制度への対応が、迅速な研究実施へのハードルとなる

可能性が指摘されている。また、現在の科学的知見に照らして、一部の研究

については、大臣確認制度が過剰に煩雑な手続きとなっているとも指摘され

ており、リスクに対してその手続きが適正なものとなるよう見直しが必要で

ある。 

 

 

２）2030年に目指す姿 

① 市場規模目標 

58.6 兆円の内数（国内：3.3兆円、国外：55.3兆円の内数） 

（関連指標） 

・再生医療等製品の承認・上市件数 ２件以上（2024 年度末時点） 

※2025年度以降の目標は第３期健康・医療戦略に向けた議論において検討。 

 

② 具体的な姿 

日本発の抗体医薬品、核酸・中分子医薬品や再生・細胞医療・遺伝子治療製品

がグローバル展開され、当該領域の本格的な産業化と巨大な新市場創出が進んで

いる。日本発の製品が個人に最適化された質の高い医療の提供に貢献すること

で、日本がこの分野での世界標準をリードし、日本の国際的な魅力やプレゼンス

が高まっている。 

 

それらの成果は、日本からも率先して提案し国際的にも調和した規制・制度の

下、日本国内におけるヒト・モノ・カネ・技術・情報が循環するエコシステムに

よってもたらされる。また、当領域に製薬企業等の既存プレイヤーに加え、細胞

供給や培養・運搬・受託製造、製品化、商用製造、市場供給に至るサプライチェ

ーンを担う新規プレイヤー等、国内外の様々な分野からのプレイヤーの集積を促

している。 

 

そのエコシステムは、開発・製造実証プラットフォーム（バイオファウンド

リ）を中核とした強固なサプライチェーンとゲノム・データ基盤から成るプラッ

トフォームに支えられており、それらプラットフォームと、最先端のサイエンス

に基づく疾患バイオロジー研究、モダリティ研究開発の３つが創発的に関わり合

い、イノベーションが生み出されるよう、上流の基礎研究・応用研究開発から下
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流の実用化、さらには周辺の関連分野に至るまで、産学官連携による一貫した研

究開発が推進されている。 

 

 

３）今後の取組の方向性 

① 全体 

関係省庁における本領域の検討状況等を踏まえて、関係省庁が一体となった支援

を行い、次世代医療として次のステージに推し進めるべきである。そのためには、

以下の取組を進める。 

 

① 基礎研究の成果をベースに「実用化」を推進するため、研究事業の連携・協力

を進める。 

② 再生・細胞医療と遺伝子治療の「融合」研究によって、新たな価値の創出を目

指す。 

③ 次世代ｉＰＳ細胞、オルガノイド、エクソソーム、ゲノム編集による新しい遺

伝子治療などの「革新的な研究開発」を進める。 

 

また、実用化・産業化を確実に進めていくためには、規制・倫理・知的財産面の

支援、関係省庁間の連携、アカデミアと産業界の連携、基礎研究者と臨床研究者の

連携、それぞれの取組の更なる強化が重要である。 

 

② 技術開発の加速化 

技術開発の加速化のため、抗体医薬品、核酸・中分子医薬品、マイクロバイオー

ム関連医薬品、ワクチン、細胞医療、遺伝子治療、基礎基盤／応用、感染症研究、

がん研究、橋渡し／実用化支援に関する研究開発事業を推進する。また、革新的な

研究開発のため、健康・医療分野におけるムーンショット型研究開発事業を推進す

る。社会の理解を得つつ実用化を進めることも重要なため、患者・国民の研究への

参画の観点も加えながら研究開発を推進するとともに、ＥＬＳＩ15研究も推進する。 

 

開発・製造実証施設を中核とし、病院、バイオバンク、サプライチェーン関連

産業も含め、一貫した研究開発を行う拠点機能（バイオコミュニティ）の構築を

進めるため、産学官が連携する。開発・製造等のサプライチェーンを支える ＣＲ

Ｏ16 や ＣＤＭＯ 等の関連産業を含めて国内外から集積する国際的な開発・製造

実証拠点の整備及び研究開発のため、データ利活用基盤の整備やヒト試料等の研

究資源の円滑な利活用の確保及び非臨床試験が可能な施設の整備等に必要な取組

 
15 Ethical, Legal and Social Issues（倫理的・法的・社会的課題） 
16 Contract Research Organization（開発業務受託機関） 
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を検討・実施する。バイオバンクについては、その構成や試料・検体の種類の選

択等を含めて戦略的に構築を進め、臨床や社会実装に向けた研究基盤として、将

来の民間の利活用も含め、関係者が活用出来る体制を産学官が連携して検討・整

備する。 

 

次なる感染症危機に備えること及び国内のワクチン開発・生産体制の強化のため、

「ワクチン開発・生産体制強化戦略（令和３年６月１日閣議決定）」17を着実に推進

するとともに、ヒト、動物等の垣根を超えた世界規模での取組（ワンヘルス・アプ

ローチ）の視野に立ち、薬剤耐性（ＡＭＲ）を含む重点感染症に対する予防・診断・

治療手段を確保するための研究開発を推進する。 

 

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」

における研究開発段階の第二種使用等の大臣確認制度が、適切なリスク管理がなさ

れることを前提に、適正な制度となるよう検討し、必要な対策を講じる。 

 

③ 市場環境の整備に向けた取組 

産業化促進のための規制・制度見直し・整備等を行う。具体的な対応として、例

えば、革新的医薬品・医療機器等の開発を進めるための薬価制度等におけるイノベ

ーションの適切な評価の検討や、特に今後需要が拡大する再生・細胞医療・遺伝子

治療分野においては細胞やベクター等の商用製造を行えるＣＤＭＯ等製造拠点整

備の支援を検討する。また、消費者向け遺伝子検査ビジネスに関して、消費者向け

事業者が遵守すべき事項を取りまとめたガイダンス等を整備する。 

 

④ 事業環境の整備等による国内産業基盤の確立 

人材育成のため、バイオインフォマティクス人材及びデータ連携のためのサイバ

ーセキュリティ人材、バイオ医薬品等の製造人材の育成と確保を推進する。また、

ゲノム医療の実装段階への国際連携を視野に入れたＩＨＣＣ18、Ｇ２ＭＣ19の活動

に参加し、国際連携活動を強化する。 

 

創薬ベンチャーエコシステム強化事業を通じて、創薬ベンチャーの資金調達が困

難な非臨床、第１相臨床試験、第２相臨床試験を対象に、開発資金の供給不足を解

消するための支援を引き続き行う。また、創薬ベンチャー創出の強化に向けて、日

本と諸外国のエコシステムの接続を強化する。加えて、大学発医療系スタートアッ

プ支援プログラムを通じて、未だ不十分なシード期のスタートアップへの支援を強

 
17 ワクチンの迅速な開発・供給を可能にする体制の構築のために必要な政策として、世界トップレベルの研究開発拠点

形成、ワクチン製造拠点の整備、創薬ベンチャーの育成などが掲げられている。 
18 IHCC: International Health & Care Collaboration 
19 G2MC: Global Genomic Medicine Collaborative 
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化するため、医療分野の実用化にノウハウと実績のある橋渡し研究支援機関を通じ、

大学発医療系スタートアップ起業のための専門的見地からの伴走支援や非臨床研

究等に必要な費用の支援、医療ニーズを捉えて起業を目指す若手人材の発掘・育成

を実施する。 

 

スタートアップ支援については、超高齢社会を迎える我が国において先端的なヘ

ルスケアニーズや医療ＤＸによる医療・介護の高品質なデータの集積が期待される

ことや、規制等に関するルールメイキングが重要であることといった、へルスケア

産業市場の特異性を踏まえた具体的な検討を進める。 

 

⑤ データ利活用・連携 

研究・開発・サービスの基盤となる公的・産業・研究データ連携促進（国際連携

を前提としたトレーサブルかつセキュアなゲノム・データ基盤の整備）のため、大

規模統合コホート 20・バイオバンク 21の構築の取組を進める。 

 

また、ＡＭＥＤが支援した研究開発によって得られたデータを産学官の研究開発

で活用するため、複数のデータベース等を連携し、ゲノム情報等から抽出されるメ

タデータを用いた横断検索機能を有するとともに、産業界も含めた研究開発にデー

タを扱う場（データを持ち込み扱えるセキュリティが担保された Visiting 利用環

境）を広く提供する。ＡＭＥＤのデータ利活用プラットフォームにおいて、ゲノム・

データ以外の幅広い研究開発データの連携を順次開始する。 

 

健常人コホート等の実施主体が連携し、国際競争力を支える基盤として十分な規

模等を検証しつつ、段階を踏み、大規模健常人コホート・バイオバンクの構築を目

指す。疾患コホートについては、コントロール群の活用も検討しつつ全ゲノム解析

等も取り入れてその取組を加速化し、健常人コホートとの比較解析などを推進する。 

 

健常人コホート・バイオバンクについては、ゲノム情報に加え、腸内細菌叢、代

謝物等の生化学的データ等の情報を疾患罹患情報や環境・生活習慣情報と統合、解

析を実施する。これにより、多様な分野（健康、スポーツ、食品等）において、科

学的エビデンスに基づいたサービスを提供できる環境を整備する。 

 

大規模コホートの一つである子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調

査）について、遺伝子解析を着実に推進する。 

 

 
20 一定の集団における、長期間にわたる健康・疾病状態の追跡研究 
21 生体試料と関連情報を組織的に管理・保管等する仕組み 
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３大バイオバンクである東北メディカル・メガバンク（ＴＭＭ）計画、バイオバ

ンク・ジャパン（ＢＢＪ）及びナショナルセンター・バイオバンクネットワーク（Ｎ

ＣＢＮ）の成果を連携・発展させ、大規模ゲノム・データ基盤の取組を推進する。 
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（５）生活習慣改善ヘルスケア、デジタルヘルス 

１）市場領域全体の動向 

今後、日本の高齢化はさらに進展し、75歳以上の後期高齢者は約 0.19 億人（2021

年）から約 0.24億人（2050年）に増加する見込みである。また高齢化は今後世界

的な事象となっていく（世界の高齢者数は、7.6億人（2021年）から 18億人（2060

年）に増加する見込み。）。それにより、疾病構造が変化し、人々が抱える健康課題

に占める生活習慣病の比重が大きくなる中で、医療現場における治療だけでなく、

日常生活における行動変容を通じた予防・健康づくりの重要性が増している。仕事

をしながら家族の介護に従事するビジネスケアラー等のような社会課題も顕在化

する中で、生産年齢人口は 0.75 億人(2020 年)から 0.52 億人(2050 年)となり、持

続的な経済成長に必要な労働力が確保できない恐れもある。あらゆる人材の労働参

画を促すとともに、労働生産性向上のためにも、健康増進の重要性は増している。 

 

健康づくりや生活維持（介護）に係る投資は、個人のライフスタイルに依拠して

おり、関連サービスの活用イメージが明確ではない。加えて、生活習慣病について

は、重症化するまでは自覚症状等が少なく、健康課題が顕在化しづらいため、投資

は限定的なものとなりがちである。このように個人では進みにくい健康投資につい

て、企業による人的資本形成の一環としての健康投資（従業員の健康増進による生

産性向上、両立支援）を更に推進・拡大するなど、あらゆる観点からの投資を呼び

込む必要がある。 

 

また、健康づくりは生活そのものであり、ヘルスケア分野特有の業種（医薬品、

医療機器など）のみならず、日常生活に関連する事業を行っている産業分野（生活

関連産業という。）に関わりうるものである。そのため、個別領域の支援のみなら

ず、産業全体の構造変化をもたらすようなデジタル化等を促進する。加えて、「健

康づくり」、「医療」、「介護」が一体不可分なものであるとの認識の下、シームレス

な国民生活の実現に向けた基盤（データ連携など）の整備が必要である。 

 

 

２）2030年に目指す姿 

① 市場規模目標 

39.1 兆円 

（関連指標） 

・健康経営優良法人認定数を 2027年度末までに 33,000 社に増加させる。 

・2027 年度末までに Innohub を通じたヘルスケアベンチャーとサポーター団体の

マッチング件数を 120件とすることを目指す。 

・マイナポータルＡＰＩ連携事業者数を 2027 年度末までに 50社に増加させる。 
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② 具体的な姿 

 高齢化に係る課題最先進国として、成長領域であるヘルスケア分野において新た

な需要拡大による投資を促進することで、その対応策を確立し、今後高齢化の後を

追ってくる各国への展開も視野に入れて取り組む。ヘルスケア領域への異分野から

の参入促進（産業の構造変化の促進）に向けて、その基盤となるデータ・インフラ

の整備や制度化に注力する。 

 

 また、バイオとデジタルが融合し、診断・治療と予防・共生が連携した末永く社

会参加できる社会となる。健康・未病段階のセルフケア・早期発見、代謝障害に備

えた予防、臓器障害における治療と重症化予防が切れ間なくつながった社会システ

ムを確立し、医療の質の向上と産業の発展をともに達成する。 

 

 

３）今後の取組の方向性 

① 全体 

高齢化や人口減少などの社会環境の変化に対し、①国民の健康増進（健康寿命の

延伸）を図ることによって、労働力人口の増加や生産性向上などの②経済成長（企

業の持続的成長）の基盤を整えるものとして、③持続可能な社会保障制度への貢献

という、我が国が抱える構造的課題への対応策として、ヘルスケア政策を位置づけ

る。 

 

高齢化による社会問題は、これからこそ本番であり、先回りした対応が必要であ

る。「健康」が持つ多様な価値を明確化し、単なる「消費」ではなく、個々人の生活

や経済社会を豊かにする「投資」として促進することが重要である。ヘルスケアに

よってあらゆる産業分野の付加価値を高めるためのトランスフォーメーションを

促すことが必要である。  

 

健康づくりは生活そのものであり、ヘルスケア分野特有の業種（医薬品、医療機

器など）のみならず、生活関連産業と連携した市場環境整備が必要であり、個別領

域の支援のみならず、産業全体の構造変化をもたらすようなデジタル化等を促進す

る。 

 

さらに、公的保険を適用するサービスに限らず、異分野からの参入含む公的保険

外の製品・サービスを安心して利用できる環境を構築し、日常生活が健康づくりの

ベースとなることで、新たな需要の喚起を図る。 
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② 技術開発の加速化 

健康・医療情報を活用し、予防・健康づくりに寄与するアプリサービス等（非医

療機器：Non-SaMD）の開発・エビデンス構築・事業化を行う。 

また、認知症や心の健康保持増進等の領域で、デジタル等の新しい技術を活用し

た介入手法、非医療関係者でも利活用可能な評価指標等に関するエビデンスを構築

する。 

 

③ 市場環境の整備に向けた取組 

ヘルスケアサービスの品質が確保される環境の整備を図るため、ヘルスケアサー

ビスガイドライン等の在り方に基づいた業界団体等の自主基準やガイドライン等

の策定を支援する。 

また、質の高いヘルスケアサービスの社会実装を進めるため、業界団体・医学界

による信頼性担保の基準を策定するとともに、基準に基づいたサービス開発を促進

するための仕組みを検討する。 

 

④ 事業環境の整備等による国内産業基盤の確立 

ワンストップ窓口による情報発信、コンサル支援や支援機関とのネットワーク支

援を行い、ベンチャー支援や新規参入促進策を強化。セミナーやピッチイベント等

により、国内外からの投資の呼び込みを図る。また、ヘルスケアスタートアップの

海外展開を支援するため、Healthcare Innovation Hub の利活用を推進する。 

 

⑤ データ利活用・連携 

全ての生活関連産業がヘルスケアの担い手になり得るとの考えの下、異分野参入

を促し、個人の健康状態や嗜好に合わせた個別最適なサービス（例えば、個々人の

健診結果や疾患を前提に、日中の活動量を踏まえた最適な睡眠環境の提供、栄養状

態を踏まえた最適なレシピや商品の提供など）を創出するための基盤として、官民

連携によるデータ標準化・情報取扱いルールの整備やＰＨＲ22の活用促進を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Personal Health Record 
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５．基盤的な施策 

バイオエコノミー拡大の源泉となる生命科学研究を支える人材育成、ライフコース

に着目した研究等の基礎生命科学の振興、データベース・バイオリソース・バイオバン

ク等の研究基盤の強化、バイオコミュニティの機能の発揮に向けた取組の推進、バイオ

とデジタルの融合に向けたデータ連携・利活用など、基盤的・横断的な取組について、

関係する施策と連携して推進する。 

 

（１）基礎生命科学の研究力強化 

基礎生命科学の研究力は、バイオエコノミー実現に不可欠な基盤として重要な役

割を果たす。ところが、我が国の基礎生命科学の研究力は憂慮すべき状況にある。例

えば、全世界、日本ともに、論文数における生命科学分野の割合は大きく、基礎生命

科学だけで約３割、臨床医学を含めると約半数を占めるが、日本における全論文数に

対する基礎生命科学の論文数の割合は、1981 年から 2021 年までの 40 年間で 5.2 ポ

イント減少した。また、基礎生命科学における日本の論文数シェアについては、1980

年代から増加し、1990年代から 2000年代半ばにかけて世界第２位となったが、現在

は世界第４位まで低下している。さらに、Top10％補正論文数のシェアについては、

2000 年頃まで増加し世界第４位となっていたが、現在は世界第 12位にまで低下して

いる。このように、基礎生命科学の研究力低下が深刻であり、バイオエコノミーの拡

大に向け、基礎的な生命科学の研究成果が常に提供されるよう、研究力の強化やそれ

を支える人材育成に取り組むことが急務である。 

 

１）生命科学研究をささえる人材育成 

他の分野と同様、研究に専念できる環境の不足が深刻な状況にある。特に、医師

の働き方改革が進められる中、臨床研究系の研究時間の低下が懸念されている。ま

た、最先端のライフサイエンス人材や数理科学、情報科学、統計学分野の専門家を我

が国に呼び込むとともに、優秀な人材の海外流出を防ぐためには、流動性・多様性を

確保しながら、待遇面の改善を含めて支援していくことが必要である。このため、生

命科学系の若手研究者が研究に専念できる環境を整備するとともに、研究時間の確

保のため、研究費の報告書の簡素化に取り組む。また、生命科学系の若手研究者向け

競争的研究費の充実を図るとともに、競争的研究費制度においては、組織の壁を超

え、アドバイザーや有識者が多様な視点から若手に助言する取組（例：さきがけ/Ａ

ＣＴ－Ｘ/ＰＲＩＭＥ）を加速する。さらに、国際共同研究を通じた若手研究者を含

む研究人材の交流・コネクション強化に取り組み、生命科学分野における国際頭脳循

環を推進する。加えて、ライフサイエンス分野の最新解析機器のコアファシリティ化

等を通じ、研究支援人材の継続的な確保やキャリア形成を促進する。 

 

ＡＩ・データサイエンスが急速に発展し、ライフサイエンスの方法論が変化する
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中、情報科学に通じた人材を戦略的に確保することの重要性が増している。莫大なデ

ータを整備・活用するバイオインフォマティクス人材の育成に引き続き取り組む。さ

らに、将来の生命科学研究を支える裾野を拡大するためには、小中高校生へのアプロ

ーチが重要であることから、初等中等教育段階における探究・ＳＴＥＡＭ23・アント

レプレナーシップ教育を強化する。また、大学、高等専門学校等において、バイオ分

野も含む成長分野における人材育成を推進する。 

 

２）基礎生命科学の再興 

基礎生命科学の研究力低下が深刻であり、挑戦的・探索的・萌芽的な基礎研究を振

興し、研究の多様性を確保することが重要である。そのためには、全ての生物を対象

とした基礎生命科学分野への支援の充実が必要である。また、支援の充実にあたって

は、量的な観点のみならず、Curiosity（生命現象解明への探求心）、Methodology（最

新の計測・解析技術）、Mission（社会ニーズへの対応・貢献）の３要素を融合させる

観点を持つことが不可欠である。このため、挑戦的・探索的・萌芽的な基礎研究を推

進するとともに、中長期的な社会ニーズ、ＥＬＳＩの観点や研究動向を見据え、 

 

① オルガノイドによる生命現象の再現等を通じた、生命の発生・再生から老化ま

での一連のプロセスである「ライフコース」に着目した研究（その際、ライフ

コースの早期に焦点を当て、生殖医療や幼年期の発達支援、小児医療へ基礎研

究から貢献していく観点も重要） 

② 環境要因を含めた多階層データの取得と多様かつ膨大なデータの統合解析を

通じ、臓器別ではなく、臓器連関や免疫系等に着目し、生体を複雑なシステム

として理解し、個別化医療や予防・先制医療につなげる研究 

③ 脳をシステムとして扱いメカニズムを解明していくことで、ヒトの「こころ」

や「社会性」を解明するとともに、精神・神経疾患の診断・新療法の探索や脳

の動作原理のＡＩ開発への応用につなげる研究 

④ バイオ技術によるエネルギーや環境・資源、農業や食料等の地球規模課題への

貢献を見据えた、革新的ＧＸ技術に係る基礎・基盤研究や、植物科学、ケミカ

ルバイオロジー、触媒化学、バイオマス工学を融合・発展させた環境資源科学

研究 

 

等を推進する。また、計測分析技術やデータサイエンスの飛躍的発展等に伴うライフ

サイエンスの方法論の変化に対応できるよう、ＡＩや量子技術などの異分野の知見

の活用を促進する。 

 

 
23 Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics 
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３）生命科学研究を下支えする研究基盤の強化 

① データベース 

データ駆動型研究を推進するため、個別に作成されたデータベースを連携させた

データ基盤の整備が必要である。これまで、ライフサイエンスデータベース統合推進

事業等を通じてライフサイエンス分野のデータベース統合にかかる実務や研究開発

を推進し、日本人ゲノム多様性統合データベース「ＴｏｇｏＶａｒ」の構築・運用や、

国際的に著名なプロテオームデータベース（ｊＰＯＳＴ）の開発など、一定の成果を

挙げてきている。一方で、国際的な地位を確立している多くのデータベースが競争的

なファンディングに依存しており、重要なデータベースの安定的な維持・管理が課題

となっている。また、多様な関連データを整理・統合するために統合化技術の開発を

推進してきたが、複雑に繋がったデータを利用するインターフェースにはまだ課題

が残っており、ライフサイエンス研究者では活用しにくいのが現状である。データベ

ースの開発・維持・管理やキュレーションを担う人材が不足している状況も課題であ

る。これらの状況を踏まえ、ライフサイエンス系データベースの構築については、引

き続き競争的なファンディングにより実施することに加えて、大学共同利用機関法

人情報・システム研究機構において、重要なデータベースの安定的な維持・管理や、

ＡＩを用いた統合検索技術等のデータベース高度化のための技術開発等の推進、ラ

イフサイエンス系データベースの維持・管理・開発に必要なバイオインフォマティク

ス人材の育成に取り組む。 

 

② バイオリソース 

バイオリソースとは、研究に使われる実験動物や植物、細胞や遺伝子、そして微

生物などの「生物遺伝資源」であり、日本の誇る貴重な資源であるとともに、経済安

全保障上の観点からも重要である。拠点によるバイオリソースの集中管理を行うこ

とにより、効率的かつ信頼性の高いバイオリソースの維持・提供が可能となることか

ら、世界最高水準のバイオリソース拠点である理研バイオリソース研究センターを

はじめ、バイオリソース拠点を国として戦略的に整備してきた。ところが、理研バイ

オリソース研究センターの施設の老朽化や、次世代を担う人材確保など、拠点の持続

可能性も課題となってきている現状がある。このため、最新の施設設備を備え安定的

な運営が可能な中核拠点をさらに充実させつつ、拠点を担う次世代の若手研究者の

育成に取り組み、研究基盤となるバイオリソースの収集・維持・提供を確実に実施す

る。また、近年、バイオリソースを提供するだけでなく、ゲノム情報等の付加情報の

取得等を通じ、データ駆動型研究を推進する重要性が高まっていることから、拠点に

おいて、高精度な全ゲノム配列情報、遺伝子発現情報、表現型情報等の特性情報を取

得・付加し、我が国全体の研究基盤の強化を図る。あわせて、バイオリソースの利用

時のＡＩや画像・動画認識技術等の活用や、オルガノイドや生体シミュレーション技

術等の新たな実験手法の開発等を推進する。 
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③ バイオバンク 

ヒトの生体試料やゲノム情報等を収集・解析・提供するバイオバンクは、昨今の

ライフサイエンス研究において不可欠なゲノム研究の重要な基盤であり、国として

整備することが必要であり、これまで、約 15万人の一般住民の試料・健康情報を有

する東北メディカル・メガバンク（ＴＭＭ）や、約 27万人、44万症例、51疾患の試

料・臨床情報を有する疾患バイオバンクであるバイオバンク・ジャパン（ＢＢＪ）を

整備してきたところ。今後もゲノム研究の基盤となるバイオバンクを確実に整備し

ていく。他方、社会ニーズの高い疾患に関連するバイオバンクを活用した先行研究が

乏しく、バイオバンクの有用性が十分に理解されていないなど、利活用の促進が課題

となっている。そのため、一般住民と疾患のコホート・バイオバンクの協働の強化等

により利活用促進・成果創出に取り組む。また、最先端のデータに触れる機会が幅広

く確保されるよう、公開・共有・非属人化を推進する。 
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（２）バイオコミュニティの機能発揮に向けた取組の推進 

 バイオエコノミー市場の拡大に向けて、国内外から人材・投資を呼び込み、市場に

製品・サービスを供給するための体制（イノベーション・エコシステム）を強化し、

世界市場に進出していくことが必要である。このため、国際拠点を中核として各地域

をネットワーク化し、世界最高レベルの研究環境と海外投資も活用できる事業化支

援体制を組み合わせ、国際連携・分野融合・オープンイノベーションを基軸に据え、

国内外から人材・投資を呼び込めるシステムを整備する「バイオコミュニティ」の取

組を推進する。 

 

内閣府において、公募に基づき一定の要件（世界に通用する強み（科学的基盤、

産業的基盤）、主要な主体（産学官金）・キーパーソンの参画、ネットワーク機関の調

整・連携機能等を担う能力、具体的な実施計画等）を満たすものをバイオコミュニテ

ィとして認定する仕組みを設け、これまでグローバル２拠点（2022 年４月：東京圏

に Greater Tokyo Biocommunity24、関西圏にバイオコミュニティ関西（ＢｉｏｃＫ）
25、地域６拠点（2021 年６月：北海道 26・鶴岡 27・長岡 28・福岡 29、2022 年 12 月：

広島 30・沖縄 31）を認定してきた。 

 

認定を契機として、バイオコミュニティに参加する関係者のコミュニケーション

の促進、関係省庁等との連携強化、全国のネットワーク化、海外からの投資を呼び込

むためのイベントや投資状況の可視化等の取組が行われている。 

 

今後は、バイオコミュニティの機能を生かして、国内外から人材・投資を呼び込み、

研究開発機関と企業等との機動的な連携により、魅力ある新たなプロジェクトやビ

ジネスがコミュニティ内部から次々に生み出され、海外のバイオコミュニティとも

つながりながらグローバル市場を開拓し、更なる人材・投資につながるヒト・モノ・

カネの好循環が持続していくという段階に進むことが期待される。 

 

このためには、バイオコミュニティの連携・調整等を担うネットワーク機関の取組

が重要であり、関係府省のバイオエコノミー市場の拡大に関する施策、スタートアッ

プや地方創生等の関連施策を活用し、その効果を最大化できるように、連携した取組

 
24 https://gtb.jba.or.jp/ 
25 https://biock.jp/ 
26 https://www.hbiocom.jp/ 
27 https://tsuruoka-sp.jp/bio-community/ 
28 https://nagaoka-biocommunity.jp/ 
29 https://www.fbv.fukuoka.jp/ 
30 https://www.biodx.org/ 
31 https://okibic.jp/ 
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を推進する。また、バイオ分野特有のビジネスモデル、リスク、必要な人材・資金等

の特性を意識しつつ、スタートアップ・エコシステム拠点都市等の他のイノベーショ

ン・エコシステムの機能の活用や、連携した取組を推進する。 
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（３）データ基盤の整備 

経済社会のあらゆる面でデータを起点とした価値創造が注目され、その基盤とな

るデジタル化とデータ連携・利活用の重要性が飛躍的に高まっている。また、生成Ａ

Ｉの基盤モデル（ＬＬＭ/ＬＭＭ）のようにデータの質を量で補いうる技術の登場や、

データ形式の標準化や秘密計算技術等により、コストや個人情報保護の問題を回避

できる可能性がある。 

 

バイオ分野は生命現象という共通の科学的知識に立脚しながらも多種多様な産業

上の出口を有しており、質の高いデジタルデータの創出とその連携・利活用を通じて

新たな科学的知識の創出や産業競争力の強化につなげていく必要がある。 

その際、現状想定されるバイオエコノミー市場の領域内の取組とともに、広く様々

な領域を横断して、情報を介して人がつながり、新しい領域をひらく環境となるデー

タ基盤を整備していく取組が重要である。 

  

このため、バイオエコノミー市場の領域ごとの取組として、バイオものづくりにお

ける多様な化学品を生産可能となる新規の代謝経路の開発を可能とする微生物・細

胞設計プラットフォーム技術や、ゲノム情報・疾患罹患情報・環境情報・生活習慣情

報等の統合・解析とその結果に基づく健康、スポーツ、食品等における科学的エビデ

ンスに基づいた多様なサービスの市場化を見据えた取組を推進する。 

 

領域横断的な取組として、研究データ基盤システム（NII Research Data Cloud）
32の活用や、「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」33

に基づく取組を推進する。また、異業種間や企業‐大学間でのデータ連携・利活用の

促進に向けて、「バイオデータ連携・利活用に向けたガイドブック」（2023 年７月内

閣府）の活用、最新の国内外の動向・優良事例の情報発信・収集等の取組、ＳＩＰ第

３期「統合型ヘルスケアシステムの構築」における先導的な取組 34を推進する。 

 

 

 

 
32 第６期科学技術イノベーション基本計画（2021 年３月閣議決定）において、研究データの管理・利活用のための我

が国の中核的プラットフォームとして位置づけられた情報基盤。 
33 主な内容としては、研究データ基盤システムを中核的なプラットフォームとして位置づけ、産学官における幅広い利

活用を図るため、メタデータを検索可能な体制を構築すること、研究開発を行う機関はデータポリシーを策定し、機関

リポジトリへの研究データの収載を進めること、公募型の研究資金の全ての新規公募分について、メタデータを付与す

る仕組みを導入すること、研究者が管理対象データの範囲を定め、メタデータを付与し、研究データ基盤システム上に

おいて検索可能となるよう登録すること、の４点。 
34我が国の電子カルテＨＥＲや個人電子カルテＰＨＲをＨＬ7 ＦＨＩＲ準拠で標準化するための基盤、及び個人の健康

医療情報を時系列で収集するシステム等によって構成される医療デジタルツインの構築と実装に向けた取組を進めてい

る。医療デジタルツインの実装により、分散型データ連携を活かした医療・ヘルスケアにおける「知識発見」と「医療

提供」の自律的循環が促進され、医療の質向上、健康寿命延伸、医療産業振興、持続的可能な医療制度に活用されるこ

とが期待される。 
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（４）経済安全保障の観点からの取組の推進 

バイオテクノロジーの進展に伴い、バイオエコノミー拡大に向けた期待と同時に、

その望ましくない利用に対する懸念が世界的に高まっている。例えば、米国の

National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative では、バイオセーフテ

ィとバイオセキュリティへの投資を含め、バイオテクノロジーの研究開発における

生物学的リスク管理を強化することが目標の一つとして掲げられている。適切な生

物学的リスク管理体制を確保することは、バイオテクノロジーの利活用に伴う国民

の安全・安心の確保はもちろんのこと、製品・サービスの社会実装によるバイオエコ

ノミーの拡大や海外との協力関係構築の前提として重要性を増している。 

 

特に、バイオ技術の実用化の動向等を踏まえると、経済安全保障の観点から、バイ

オ分野の産業・技術基盤を強化する必要がある。具体的には、有志国との間での協調

領域の模索、企業間連携の促進や、重要技術やそれを担うプレイヤー・サプライチェ

ーンの可視化にも取り組んでいく。 

 

バイオ関連産業はすそ野が広く、多岐にわたる規制枠組みが存在し、それぞれの枠

組みの中でバイオセキュリティの適切な確保に取り組まれている。しかし、バイオテ

クノロジーの進展やバイオエコノミーの拡大に伴い、既存の規制枠組みでは十分に

対応できない新技術や製品・サービスが登場 35する可能性があり、技術等の進展を踏

まえつつ、官民で必要な取組を進める。 

 

また、中長期的に我が国が国際社会において確固たる技術的優位性を確保するた

め、科学技術の多義性を踏まえ、民生利用のみならず公的利用につながる研究開発を

推進する経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）について、経済安全保

障上の我が国のニーズを示す研究開発ビジョン（第二次）を 2023 年８月に策定し、

バイオ領域の取組の強化を図った。引き続き研究開発ビジョンに基づく研究開発を

推進する。 

  

 
35 例えば、細胞性食品については、既存の食品規制の枠組みになかった新しい食品であり、その規制等の在り方につい

て議論が進められている。 
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６．バイオエコノミー戦略の推進体制 

 本戦略は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局が司令塔となって、AI、量子

等の他分野の取組と連携して推進する。バイオエコノミー市場拡大に向けた施策につい

ては、以下の省庁が取りまとめ、関係府省が連携して推進する。 

 

全体：内閣府科学技術・イノベーション推進事務局 

バイオエコノミー市場拡大に向けた施策： 

（１）バイオものづくり・バイオ由来製品・・・経済産業省 

（２）持続的一次生産システム     ・・・農林水産省 

（３）木材活用大型建築・スマート林業 ・・・林野庁 

（４）バイオ医薬品・再生治療・細胞治療・遺伝子治療関連産業 

                   ・・・内閣府健康・医療戦略推進事務局 

（５）生活習慣改善ヘルスケア、デジタルヘルス 

                   ・・・経済産業省 

 

 




